
【機密性2】

画聖困園回霊霊雷 霊霊霊霊霊雷
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

担 任 表
大阪地方裁判所(本庁分）

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数’

民 事 裁 判 官 別 事 件

｜未済事件の審理期間'6月済 6月

令和6年2月末日現在

を

超え口

頭弁
期日
指定な
きもの

受 理 既
｜、 区分 1年

を超え
2年
以内

2年

を超え
3年
以内

3年
を超え
るもの

4月

を超え
6 月

以内

6 月

を超え

1年
以内

2 月

を超え
4 月

以内

5年
を超え
るもの

未
済
件
数

2年

を超え

3年
以内

3年

を超え
5年
以内

備考取下

その他

計計和解 計旧受 新受 計 判決
裁判官名

111第3民事部 51 1556 1 3 152 4

合）
■ ■

林 潤

神田温子

棚橋知子

吉田 純

■｜I Ⅱ
●

‐’ ．単）

神田温子

棚橋知子

林 潤

｜ ｜ ‘｜ l l l l l 』’ ’11| ‘、 計 ｜ ‘"｜ “| “,｜ ‘51 ‘41 ‘,｜ ”| ,"l 7l l l ，｜ ’7小 計 372 714 10 69441 45377 64



【機密性2】

民 事 裁

可画聖盟團回霊悪霊 霊霊霊霊霊雷
区分区分

裁判官名裁判官名

野真人

野真人



【機密性2】

即朋同悪霊謡麗霊霊霊霊霊雷
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

民 事 裁

可 朋 霊 濯 霊
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

燕
区分区分

裁判官名裁判官名

ー



【機密性2】

墨困園回霊悪霊 霊霊霊霊霊雷回■
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

民 事 裁

塁墨 囿 電 霊霊霊霊霊謡回■
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

三 鯖雲
区分区分

裁判官名裁判官名

那波郁香



【機密性2】

■ 困 囚囿霊霊雷 霊躍霊霊霊霊
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

1
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

顕囿囿 霊 霊露霊霊霊雷回■
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

手前
大阪地方裁判所

区分区分

裁判官名裁判官名

(本庁分）



【機密性2】

区分区分

裁判官名裁判官名

田裕紀久



【機密性2】

墨 囚囿 雷 霊霊躍霊霊雷
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

民 ］1J 裁

可聖屋圏回霊霊謡 霊霊霊霊霊雷
区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

民 聯 裁

墨盟園■囿 署 霊霊霊霊霊謡
区分区分

裁判官名裁判官名

野村武範



【機密性2】

区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

囲朋囿霊悪霊 鬮区分区分

裁判官名裁判官名



【機密性2】

§

旧 受

h 】

斬 受

E

計

既 済

判 決 和 解

取 下

その他

計

未
済
件
数

未済事件 《

2 年

を超え

3 年

以 内

年
え
年
内

超

３
を
５
以

） 春理期間

年
え
の

超
も

５
審
一
る 計

6 月 を

超え 口

囲弁箇

期 日 の

拓定な

き も の

結審後I

月
え
月
内

超

２
を
４
以

箇月を

月
↑
え
月
内

超

４
を
６
以

gえて判

月
え
年
内

超

６
を
１
以

央首注の

年
え
年
内

超

１
を
２
以

されてL

年
え
年
内

超

２
を
３
以

ないも0

年
え
の

超
も

３
を
る

の件数

計

2部 112 2 114 9 0 1 10 104 7 0 0 7 1 10 0 0 0 0 0 10

3部 377 64 441 45 14 10 69 372 7 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1

4部 252 20 272 6 4 4 14 258 36 20 5 61 1 3 0 0 0 0 0 3

5部 604 40 6“ 16 25 5 46 598 56 26 1 83 6 8 0 0 0 0 0 8

7部 123 13 136 7 1 3 11 125 7 2 1 10 2 10 0 0 0 0 0 10

8部 531 71 602 42 15 8 65 537 33 14 4 51 1 10 1 0 0 0 0 11

9部 432 67 499 48 15 13 76 423 14 10 3 27 1 0 0 0 0 0 0 0

10部 208 15 223 2 4 4 10 213 22 15 7 44 0 8 0 0 0 0 0 8

11部 428 57 485 39 20 11 70 415 22 25 59 106 0 0 0 0 0 0 0 0

12部 437 62 499 39 17 5 61 438 33 13 4 50 0 1 0 0 0 0 0 1

13部 395 56 451 40 11 6 57 394 20 12 1 33 3 2 0 1 0 0 0 3

15部 1113 123 1236 23 89 10 122 1114 33 8 0 41 0 4 0 0 0 0 0 4

16部 418 67 485 33 8 13 54 431 28 1 4 33 2 1 0 0 0 0 0 1

17部 443 53 496 38 8 10 56 440 31 13 4 48 0 3 0 0 0 0 0 3

18部 549 70 619 41 23 15 79 540 33 8 2 43 2 1 0 0 0 0 0 1

19部 430 61 491 34 14 8 56 435 27 17 0 44 1 5 0 0 0 0 0 5

20部 448 43 491 27 15 43 85 406 35 22 1 58 0 3 1 0 0 0 0 4

21部 53 3 56 0 1 0 1 55 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

22部 392 55 447 32 12 11 55 392 10 4 7 21 0 6 1 0 0 0 0 7

23部 618 64 682 45 16 8 69 613 58 23 2 83 35 10 1 0 0 0 0 ・ 11

24部 496 61 557 50 16 5 71 486 32 13 1 46 2 3 0 0 0 0 0 3

25部 4m 70 470 50 31 13 94 376 15 5 3 23 0 1 0 2 0 0 0 3

26部 47 3 50 1 2 0 3 47 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

合計 9306 1140 10446 667 361 206 1234 9212 563 255 109 927 58 90 4 3 0 0 0 97



機密性2

判 別 y 件 相 任

同
一 ■■■■

■■■■
■■■■

ー
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

結審後2箇月を超えて判決宣告

のされていないものの人員

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員
未済人員の審理期間区 分区 分 受理人員

既済人員

未済人員

備考備考3 月

を超え

6月以〆

6 月

を超え

1年以は

1 年

を超えZ

もの

3 年

を超えZ

もの

1 月

を超え

2月以防

2 月

を超え

3月以〆

1 年

を超え

2年以休

2 年

を超え

3年以休

2 年

を超え

3年以'六

3 年

を超えそ

もの

2 月

を超え

4月以〆

4 月

を超え

6月以I犬

6 月

を超え

1年以〆

1年6月

以 内

1年6月

を超え

2年以広

1 5日

を超え

1月以〆

新受 計旧受 計 計計

裁判官名

第1刑事部

（合議)加藤 陽

大久保優子

土肥大致

裁判官名

第1刑事部

(合議)加藤 陽

大久保優子

土肥大

※1 本表には，公判請求事件（わ）の人員（延人員）を記載している。

※2 （ ）は，備考欄記載の事由で，進行を停止している人員（延人員）である。



機密性2

(2)

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決宣告

のされていないものの人員
未済人員の審理期間受理人員区 分区 分 未

済
人
員

既
済
人
員

備考備考1 年

を超え届

もの

2 年

を超え

3年以防

3 年

を超えZ

もの

1 月

を超え

2月以〆

2 月

を超え

3月以ジ

3 月

を超え

6月以〆

6 月

を超え

1年以〆

6 月

を超え

l年以は

1 年

を超え

2年以防

1 5日

を超え

1月以は

4 月

を超え

6月以〆

1年6月

以 内

1年6

を越
才

2年以

2 年

を超え

3年以休

3 年

を超え届

もの

2 月

を超え

4月以〆

針計計旧受 新受 計

裁判官名

第3刑事部

裁判官名

第3刑事部

(合議)御山真理子

辻井由

定松祐太朗

(単3）御山真理子

(単1）辻井由

00 0 0 0 00 0 00 0 0 0小 計 6 1 160 017 160 145 8177168 9

0 0 0 0 00 00 0 0 0 00 0 0 0 0第4刑事部 0 0 0 00 0 0

000(合議） 00

00000

00000

0000 0

000(単2） 00

000(単1） 00

0 00 00 0 0 0 00小 計 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0



機密性2

(3)

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決宣告

のされていないものの人員
未済人員の審理期間受理人員区 分 既

済
人
員

未
済
人
員

備考備考3 月

を超え

6月以内

6 月

を超え

1年以内

1 年

を超える

もの

2 月

を超え

3月以内

2 年

を超え

3年以内

3 年

を超える

もの

1 月

を超え

2月以広

1 年

を超え

2年以内

1年6月

を超え

2年以内

3 年

を超える

もの

2 月

を超え

4月以内

4 月

を超え

6月以内

6 月

を超え

1年以内

1 5日

を超え

1月以内

2 年

を超え

3年以内

1年6月

以 内

計計新受旧受 計 計

裁判官名

第5刑事部

(合議）中川綾子

恒光直樹
小泉健介

刷国岡国剛闘■■■皿
■■■■■■



機密性2

圃圃圃關顧 霧鵬露悪悪露 備考備考

圃配剛■■
■■■■

■■■■■■■■■■
■■、



機密性2

(5)

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決宣告

のされていないものの人員
未済人員の審理期間受理人員区 分区 分 未

済
人
員

既
済
人
員

備考備考1 年

を超え石

もの

3 月

を超え

6月以防

6 月

を超え

1年以〆

3 年

を超え石

もの

1 月

を超え

2月以防

2 月

を超え

3月以＃

1 年

を超え

2年以防

2 年

を超え

3年以防

1 5日

を超え

1月以陣

4 月

を超え

6月以〆

6 月

を超え

1年以〆

2 月

を超え

4月以〆

2 年

を超え

3年以防

3 年

を超え盾

もの

1年6月

を超え

2年以広

1年6月

以 内

計計新受 計 計旧受

裁判官名裁判官名

第9刑事部

(合議)矢野直邦

行方美和

林村優

(単2）矢野直邦

(単1）行方美和

■
■
■
■
■
■
■
■

0

0

0

0

0

0

0

0

1520 0小 計 152 152 0193 4125168

000 00 0第11刑事部 0 000

00(合議） 0

000

000

000(単1）

000(単2）

000 00 0小 計 0 00 0



機密性2

(6)

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

15日1 月2 月3 月6 月1 年

計 を超えを超えを超えを超えを超えを超え為 計

1月以'六2月以汰3月以眺6月以Fkl年以広もの

0 0 0 0 0 '0 0 0

結審後2箇月を超えて判決宣告

のされていないものの人員

2 月4 月6 月1 年2 年3 年

計 を超えを超えを超えを超えを超えを超える

4月以広6月以広1年以肱2年以1k3年以肱もの

36 0 0 0 0 0 0

未済人員の審理期間

5月1年6月2 年3 年

を超えを超えを超える

内2年以肱3年以I大もの

34 2 0 0

受理人員区 分 未
済
人
員

既
済
人
員

備考備考1年6月

新受旧受 計

裁判官名 以

36第12刑率部 33 6 39 3

(合雛)渡部市郎

梶川匡志

岩崎貴彦

今泉堀太

「|－T |｢|| || | | | | || | | | | | | 'II｣1 1 11 1 '||
(単1）渡部市郎

(単2）梶川匡志

(単3）岩崎貴彦

3141 681 3821 6011 32211 3171 41 01 】’ 32211 01 0 01 】’ 01 01 】'’ 01 01 01 01 01 01 0
1写 ロ ロ Ⅱ Ⅱ

小 計

第13刑事部

（合議)岩崎邦生

設樂大輔

上田郁也

| I | || || |l l l l l 1 l l l l l l ll l l l l l l 1
(単1）岩崎邦生

(単2）設樂大輔

小 計 ｜ 】841 431 22711 4911 .17811 」661 Ⅱ’ 01 ］11 】781 01 01 01 01 01 01 011 01 01 01 01 01 01 011



機密性2

(7)

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決宣告

のされていないものの人員
未済人員の審理期間区 分 受理人員 未

済
人
員

既
済
人
員

備考備考6 月

を超え

1年以〆

1 年

を超えZ

もの

3 月

を超え

6月以〆

3 年

を超えZ

もの

1 月

を超え

2月以『

2 月

を超え

3月以〆

1 年

を超え

2年以防

2 年

を超え

3年以〆

2 年

を超え

3年以体

3 年

を超えZ

もの

2 月

を超え

4月以〆

4 月

を超え

6月以〆

6 月

を超え

1年以防

15日

を超え

1月以〆

1年6月

を超え

2年以吹

1年6月

以 内

計計新受旧受 計 計

裁判官名

第14刑事部

(合議)坂口裕俊

倉成 章

上寺紗耶佳

(単1）坂口裕俊

(単2）倉成 章

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0小 計 177 0 0 0171 4 2 017735 221 44186



機密性2

(8)

結審後2箇月を超えて判決宣告

のされていないものの人員

判決宣告後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員
未済人員の審理期間受理人員区 分 未

済
人
員

既
済
人
員

備考1 年

を超え墨

もの

2 年

を超え

3年以'；

3 年

を超える

もの

1 月

を超え

2月以1k

2 月

を超え

3月以広

3 月

を超え

6月以広

6 月

を超え

1年以広

4 月

を超え

6月以ik

6 月

を超え

1年以肱

1 年

を超え

2年以I火

15日

を超え

1月以広

1年6月

以 内

1年6月

を超え

2年以吹

2 年

を超え

3年以1k

3 年

を超える

もの

2 月

を超え

4月以汰

計計新受旧受 計 計

裁判官名

00 0 0 0 00 0 0 0 00 76 0 0 076 74 2 0第15刑事部 66 11 77 1

(合議)末弘陽一

三濯節史

高橋里奈

高矢輝乃

|r|l ll ll |nlll l l l l l ll lJJ| | | |||
(単1）末弘陽一

(単2）高橋．里奈

(単3）三澤節史
■ 且 ■

000

0 0 0 0 0小 計 0 0 0 0 0 0 0 03 365 0422 57 365 355 6 1347 75

’11 1 ． ｜ Ⅱ lI I 11 1 － 1 Ⅱ 1 11

0

(0）

0

(O)

0

(0）

0 00 0 0

調査部 0 00 0 0
0 0 0 00

1 1 ロ

l l p I ■■ ■■ ■ ■ ■ l ﾛ ■ ■ ■ ■ ■ ﾛﾛ ﾛ ﾛ ﾛﾛ

0

(0）

0

(0）

0

(0）

7

(5)

8

(12）

0

(0）

0

(O)

0

(0）

0

(0）

2509

(16)

0

(0）

0

(0）

0

(0）

1

(3)

０
；４く

2416

（1）

36

(0）

23

(3)

34

(12） I
合 計 2593 492 3085 576 2509



【機密性2】

民事裁判官別事件担任表
大阪地方裁判所（支部分）令和6年2月末現在

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数未済事件の審理期間 6月を超

え口頭弁

騰期日の

指定な

きもの

未済

件数

既済 2年

を超え

3年

以内

3年

を超え

るもの

受理区分区分 1年

を超え

2年

以内

3年

を超え

5年

以内

5年

を超え

るもの

2月

を超え

4月

以内

4月

を超え

6月

以内

6月

を超え

1年

以内

2年

を超え

3年

以内

計 備考備考計

裁判官名判官名 和解 計旧受 新受 計 判決 取下

その他

堺支部第1民事部

17 160 10 72260 2 6
合議

合議A

西村欣也

藤野美子

鴫本有里子

合議B

國分綾

湯浅徳恵

鳩本有里子

合議C

西村欣也

真田尚美

鴫本有里子

単真田尚美

単國分綾

単湯浅徳恵

単 （係廃止）

単藤野美子

40 1 1 1555 26 146531 112382 62538
小計



【機密性2】

民事裁判官別事件担任表
大阪地方裁判所（支部分）令和6年2月末現在

未済事件の審理期間 結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数6月を超

え口頭弁

論期日の

指定な

きもの

計

既済 未済

件数

1年

を超え

2年

以内

3年

を超え

るもの

受理 2年

を超え

3年

以内

5年

を超え

るもの

2月

を超え

4月

以内

4月

を超え

6月

以内

6月

を超え

1年

以内

2年

を超え

3年

以内

3年

を超え

5年

以内

備考備考計

判決 和解 計旧受｜新受 計 取下

その他

｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜｜ ｜ ｜ l l l l－ll堺支部第2民事部

合議

木太伸広

丸谷昂資

吉本奈々絵

単丸谷昂資

単木太伸広

11 2171 171 91 43 343 9 23301 561 386
小計

堺支部計
151 3 1898 35 1648 20 108868 138 1006 40

I

|｜ ’ ｜ ｜ ｜｜ ｜｜ ’ ’ ’岸和田支部
■p U

単織田佳代

単佐藤志保

単水口美弥

単佐藤克則

岸和田支部計 23 2 1231 241 91 56 “9 201 35054541 51

■■
支部合計 174 5 1 11347 551 1963 72 291 164189 15111322

(注）数値は,第一審通常訴訟(ﾜ),人事訴訟(ﾀ),手形･小切手訴訟(詞の事件数である。



【機密性2】

担 表事 件 任事 裁 官判 別民

大阪地方裁判所（簡裁分）令和6年2月末現在

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数未済事件の審理期間

2年 3年

を超えを超え

3年るもの

以内

6月 1年

を超えを超え

1年 2年

以内以内

2月

を超え

4月

以内

4月

を超え

6月

以内

既済 5年

を超え

るもの

未済

件数

受理区分
備考備考計計

裁判官名

大阪簡裁

藤田康夫

小林勘一郎

佐伯公正

岩噌 靖

大田恵朗

上原宏光

西嶋一恵

宮川 隆

新屋眞宏

舩越英明

藤井 徹

苅谷 誠

池尻修三

谷川佳史

松尾真一



【機密性2】

民事裁判官別事件担任表
大阪地方裁判所（簡裁分）令和6年2月末現在

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数未済事件の審理期間 6月を

超え口

頭弁論
期日~の

指定な

きもの

3年

を超え

るもの

6月 1年

を超えを超え

1年 2年

以内以内

2年

を超え

3年

以内

4月

を超え

6月

以内

既済 未済

件数

奔
鐘
奔
恥

3年

を超え

5年

以内

5年

を超え

るもの

2月

を超え

4月

以内

受理区分
備 考計計

取下

その他
和解 計新受 計 判決旧受裁判官名

山本泰博山本泰博

有田禎宏

藤木義裕

和田一臣

川副勝巳

朝田和男

南 正一

高山正之

｜

’

’
大阪簡裁計 2 13 371,402 3,201 7，761 7 41308,0821 2,880 10，962 1,669

数値は，通常訴訟し､，手形・小切手訴訟(詞の事件数である。(注）



【機密性2】

民事裁判官別事件担任表
大阪地方裁判所（簡裁分）令和6年2月末現在

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数

2月 4月 6月 1年2年3年

を超えを超えを超えを超えを超えを超え計
4月 6月 1年2年3年るもの

以内以内以内以内以内

3年

を超え

るもの

1年

を超え

2年

以内

2年

を超え

3年

以内

計

未済事件の審理期間

未済2年3年5年
を超えを超えを超え計

計件数3年5年るもの
以内以内

6月を超
え口頭弁

論期日の
指定なき
もの

受理 ｜’ 既済

胴受|新隻| 計||判淡|和解|馴
考備

大阪池田簡裁 ｜
藤田一大生

豊中簡裁

山 本猛

吹田簡裁

瀧川勝子

茨木簡裁

寺田俊弘

西村実信

茨木簡裁計

東大阪簡裁

西田眞基

山田正人

東大阪簡裁計

枚方簡裁

神谷義彦

・岡田幹雄

菅浩次

枚方簡裁計

Ｕ
日
日

Ⅱ
１
１
１
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
■
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ

１
１
１

１
１
１

１
１
１

０
Ⅱ
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
凸
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ

ｕ
旧
価

、

4

］'31 401 ［"|| ，｜ ‘21 ’1｜ ‘011 』'311 1 1 1 11 11 Ⅲl l l l l ｜ ‘''31 4。 153 、 7 12 21 113 1 1|’
’

173

’651 γ81 ＄"|｜ Ⅲ81 】71 ‘71 ？211 17111 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1265 78 343 18 17 37 72 271 |’

80 253 18 10 28 56 197

|’ ｜ ’

’ ｜ ’ ’



【機密性2】

民事裁判官別事件担任表
大阪地方裁判所（簡裁分）令和6年2月末現在

■
・
・
・

(注）数値は,通常訴訟し，,手形･小切手訴訟(責)の事件数である。



【機密性2】

刑事裁判官別事件担任表
大阪地方裁判所（支部分）令和6年2月末現在

判決言渡後15日を超えて書記官に対する判決

原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていない

ものの人員

未済人員の審理期間受理人員

既
済
人
員

未
済
人
員

麹．
るもの

3年

を超え

るもの

備考備考
も
え

月
超
年
内

６
を
１
以

‐
ｌ
詞
１
１
１

月
超
月
内

３
を
６
以

Ｉ
ｌ
制
’
１
１

月
超
月
内

２
を
３
以

2年

を超え

3年

以内

15日1月

を超えを超え

1月 2月

以内以内悟
2月 4月

を超えを超

4月 6月

以内以内

1年

を超え

2年

以内

年
月
内

１
６
以

1年6

月を超

え2年
以内

2年

を超え

3年
以内

3年

を超え

るもの

計垂L
回1新受旧受 計

’’
■ﾛ ■ ﾛ ■■

堺支部第1刑事部

合議A

藤原美弥子

竹内大明

吉田怜未

合議B

藤原美弥子

河本薫

吉田怜未

単1藤原美弥子

単2竹内大明

単3河本薫

堺支部第2刑事部

合議A

｜ l l l l ll l l l l |’l l l l '1|| ll I｜ ’

荒木未佳

西谷大吾

奥野佑麻

合議B

荒木未佳
〆〆

山田裕章
ロ■ ロI

奥野佑麻

単1荒木未佳

単2西谷大吾

単3山田裕章

I l l l l l ll l l l l l｜ ’ |’|| 9511 29811 ,971 J297 I95 2983251 681 39ヨ堺支部計堺支部計 298



【機密性2】

刑事裁判官別事件担任表

（注）数値は,公判請求事件㈱の人員数である。



【機密性2】

刑事裁判官別事件担任表
大阪地方裁判所（簡裁分）令和6年2月末現在

判決言渡後15日を超えて書記官に対する判決

原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていない

ものの人員
未済人員の審理期間受理人員

区分 既
済
人
員

未
済
人
員

備 考備 考1年

を超え

るもの

1年

を超え

2年

以内

2年

を超え

3年

以内

3年

を超え

るもの

2月

を超え

3月

以内

3月

を超え

6月

以内

6月

を超え

1年

以内

1月

を超え

2月

以内

4月

を超え

6月

以内

6月

を超え

1年

以内

1年6

月を超

え2年

以内

2年

を超え

3年

以内

3年

を超え

るもの

2月

を超え

4月

以内

1年

6月

以内

15日

を超え

1月

以内

計計計旧受 新受 計

裁判官名

大阪簡裁

植田武志

仙波陽子

大阪簡裁計 7775 3 8 1

大阪池田簡裁

藤田大生

今田勝己

大阪池田簡裁計

豊中簡裁

山本猛

阿部昭彦

豊中簡裁計

吹田簡裁

瀧川勝子

(丸橋俊幸）

吹田簡裁計吹田簡裁計



〆

【機密性2】

刑事裁判官別事件担任表

判決言渡後15日を超えて書記官に対する判決

原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていない

ものの人員 ＝
未済人員の審理期間受理人員

区分区
備 考備 考1年

を超え

るもの

3月

を超え

6月

以内

6月

を超え

1年

以内

3年

を超え

るもの

2月

を超え

3月

以内

1年

を超え

2年

以内

2年

を超え

3年

以内

1月

を超え

2月

以内

6月

を超え

1年

以内

15日

を超え

1月

以内

4月

を超え

6月

以内

瞬
錘
》
恥

2年

を超え

3年

以内

3年

を超え

るもの

2月

を超え

4月

以内

1年

6月

以内

計計計

裁判官名判官名

阪簡裁

：且TF人



【機密性2】

刑事裁判官別事件担任表
大阪地方裁判所（簡裁分）令和6年2月末現在

1
受理人員

新受 計旧受

判決言渡後15日を超えて書記官に対する判決

原稿の交付がされていないものの人員

判決

原稿

結審後2箇月を超えて判決言渡のされていない

ものの人員
未済人員の審理期間

未
済
人
員

備 考備 考1年

を超え

るもの

3月

を超え

6月

以内

6月

を超え

1年

以内

1月

を超え

2月

以内

2月

を超え

3月

以内

1年

を超え

2年

以内

2年

を超え

3年

以内

3年

を超え

るもの

6月

を超え

1年

以内

15日

を超え

1月

以内

4月

を超え

6月

以内

3年

を超え

るもの

2月

を超え

4月

以内

1年

6月

以内

1年6

月を超

え2年

以内

2年

を超え

3年

以内

計計計

(注）数値は,公判請求事件(ろ)の人員数である。



【機密性2】

事件担任表

…間

未

令和6年2月末日現在 大阪家庭裁判所

区分

済
件 考傭

ｰ幸一G1dPI-

家事裁判官 II

本 庁

野上幸久

（永木友雪）

豊田里麻

（山田純也）

小池覚子

（大和克裕）

神谷善英

（横畑俊介）

久保井恵子

（中野知美）

奥山浩平

（坂戸孝行）

判
停
判
判
停
判

審
調
審
調

宮本浩治

（三浦綾子）

小嶋宏幸

（石堂一仁）

坪田良佳

中井沙代

武田義徳

野口卓志

清水由香



【機密性2】

井美

依田高明

森脇雅典

枝

）

）

福

（

（

劃寺村隼人

（森脇雅典）

元義

依田高明

森脇雅典

寺

（

（

人

）

）

判
停
半
停
判
停
判
停
判
停
判
停
判
停

審
調
調
審
調
審
調

中出暁子

大淵茂樹

鈴木輝子

井川真志

川原田貴弘

上野 弦

藤本敬太

審判

小 計
調停

）内は調停官の担任件数で内数，なお「新受」欄は受理日にかかわらず調停官事件に指定した件数。合議事件の件数は， 1乙はC係， 2乙はA係に加える。（注



【機密性2】

家事裁判官別事件担任表 大阪家庭裁判所令和6年2月末日現在

未済事件の審理期間未済事件の審理期間既 済既 済 未
済
件
数

未
済
件
数

区分区分 受 理受 理

1 年

を超え

2年以内

2年

を超え

3年以内

3年

を超え

るもの

審判

又は

調停

3 月 3 月

を超え

6月以内

6 月

を超え

1年以内

計その他 計旧受 新受 計

以内家事裁判官名家事裁判官名 別別

堺支部

審判
惣脇美奈子

（吉岡龍也）
調停

評
峠
一
酔
一
率
一
劃
》
｜
郵
一
罪
一
劃
一
雑
一
郭
一
罪

西村欣也

安部朋美

島崎乃奈

惣脇美奈子

吉澤暁子

9761 1841 71 1 3933 1252 127125231 1219 1271審判 1292 1231 1

（55）

“q■…、■●■尚■ｰ■■■■■、画■■■■■一828

（21）
……■園1■…函■p■”ー軍

276

（8）
■……I■p■■p■q■酬■■……■

253

（25）

哩串■■r■■脚＝■｡U■■■U■■面面■ー207

（1）
園■函■｡…雨や｡■■■P■■間｡■函■

71

（3）
ｰP脚一脚｡酎一p師■■■■帥凸脚■ー■脚■

､ 56

（8）
“凸一■■画■L■■四句色9｡＝噂.－．単..

136

小 計小 計 （8）
幽凸画■■■■噂■……■も■■｡■■B■■■■

99

（63）
……●Ⅱ■■■p■■■■■■面■……■H1■p

964

（5）
園■■■甸誼…｡■①園■I■■■■■■■■…

80

（55）
ｰ■再一再■函■面｡酉■■■■｡■■面■－

． 828

（55）
間I■■■FUq■○面■弓■ー…ーcpe③

865
調停調停

副■ー輌配…●園■I■■…卓…1■

14

画一■凹一●凶口幽■凹凸“■ー■輔～

7



【機密性2】

岸和田支部

審判
井上一成

調停

審判
栩木一純一

調停

審判
寺田悠亮

調停

審判
千葉沙織

調停

審判
織田佳代

調停

2 490423 54 3 8642 490131132 629審判 469 663

小 計小 計
88 5 415158 125 3977 41536492 41調停 436 56

13 6 61356271 312 15750206945 6135174677113080審判 6022 7058

(600)
画■…■脚■両一一F再p~…函守

5066

（180）
ー副●凸面一●園■■■■■■■1■■■Ⅱ

1248

（61）
■ﾜﾛ■■■■P■■間一一■■■ー函…

547

（9）
戸一■P5■一一＝■ー＝単一＝幽吋｡

73

（187）
戸一函③一…＝■ー…“■一ｰ■ｰ

1381

(163）
■1■ー再■p再一■戸一

1803

（603）
…■“■－■師一画■酉…■…■●■q

5066

（43）
面1■閲｡ー●閥■■rU■■Uー■戸■＝■…

418

(108)
再一一■ｰ■卿ゆ棹■蝉＝一一…■

800

（711）
■U■PUq■■■qP－ーー甲一一再■甲再町

5866

（65）
＝“■－ｰ…＝…■－－■“画■■

、 382

(109)
“白色…■“1■｡“｡■■●■●…ー…■‐

667

（602）
調停

5199

（602）
師■ーqpU■毎両■再一甲■再一罰■色

5199
調停

今
ロ
今
ロ 計計

酌凸凹■ロー凹凸、画■■■■画■副1■園■園1■

14

注 （ ）内は調停官の担任件数で内数，なお「新受」欄は受理日にかかわらず調停官事件に指定した件数



【機密性2】

家事裁判官別事件担任表（遺産分割事件）
大阪家庭裁判所令和6年2月末日現在

未済事件の審理期間既 済 未
済
件
数

区分 受 理

:超身 鑑
1年以内 2年以内

2年

を超え

3年以内

3年

を超え

るもの

審判

又は

調停

3 月

以内

3 月

を超え

6月以内

考備
計新受 計 その他 計旧受

家事裁判官名 事件別

本 庁

審判
福井美枝

（依田高明）

（森脇雅典）

調停

審判
寺村隼人

（森脇雅典）
調停

審判
寺

（

（

元義

依田高明

森脇雅典

人

）

）

調停
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惣脇美奈子

（吉岡龍也）
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惣脇美奈子

吉澤暁子

審判
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小 計

~~．~~万|~~~~~~~妬|~~~~~~~官|…~...1



【機密性2】
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【機密性2】

家事裁判官別事件担任表

大阪家庭裁判所令和6年2月末日現在

186 68 5 753 4753 494小 計 753 44 797 17 14 13 44

堺支部

吉澤暁子

安部朋美

89 42 9 3 143小 計 141 11 152 55 2 2 9 143

岸和田支部

織田佳代

井上一成

栩木純一

54２
－
型

2

24

4 7 421 11 1小 計

計

一
計 計

57 4 61 1 54

20 16 6251 239 78 8 950 41010 60 950今
ロ 951 59



【樋密性2】 少年裁判官別事件担任表

豈
未済人員の審理期間

未済

人員妄ﾐﾐ意
備 考

1年を超え

2年以内

2年を超

えるもの

3月を超え

6月以内

6月を超え

1年以内

1月を超え

3月以内

1月以内
計

－殻

一般

一触

－段

一組

112



【機密性2】

(別紙様式第1)

民事裁判官別事件担任表
令和6年2月末日現在 京都地方裁判所(本庁分） Nb]

6月を超

え口頭弁

論期日の

指定なき

もの

結審後2箇月を超えて判決言渡
のされていないものの件数

4 月6 月 1 年2 年3 年

を超えを超えを超えを超えを超え

6月以内1年以内2年以内3年以内るもの

受 理 既 済

｡=|綴'。､篠|繍解|:"班
未済事件の審理期間

2 年3 年5 年

を超えを超えを超える 計

3年以内5年以内もの

未
済
件
数

2 月

を超え

4月以内

計 備考計

3I ］111 011 21 1 ’ 01 ，｜ ，581 41 6211 51
1
1

第1民事部

松山昇平

田中いゑ奈

平工信鷹

L高岡寛実､山根青葉

単松山昇平

単田中いゑ奈

単平工信鷹

四一 5611 61 2 0
－

00

415 531 46811 461 』31 』11 7011 39811 231 81 41 3511 211 51 01 01 01 11 ’ 611 ’
1

’
小計 0

121 】01 61 2811 ］'’ 01 01 ，｜ ，’ 01－『7,’ 61 I ｣_』 ’ JLza |’ ’第2民事部

r菊井一夫

77 1 0

｜ 和田三貴子

｜ 中山裕貴
L西島のぞみ
単菊井一夫

単和田三貴子

｜ 単中山裕資
’

281 ｣8I7 5311 46511 361 ]@ 01 01 』’ ’ |｜ ヨ|｜ ］’ 01 01 －刷’ 591 51811 ’’ 7 61小計 459



(別紙様式第1）

民事裁判官別事件担任表
京都地方裁判所(本庁分）

結審後2箇月を超えて判決言渡
のされていないものの件数

N0.2 .
－令和6年2月末日現在

6月を超

え口頭弁

論期日の

指定なき

もの

一

未 未済事件の審理期間え口頭弁

済 2 年3 年5 年 論期日の

計 件を超えを超えを超える計指定なき
数 3年以内5年以内もの もの

|]0 83 111 8 0 19 2

受 理 既 済
下取

銅
4 月

を超え

6月以内

6 月

を超え

1年以’

和解 備考旧受 新受 計｜|判決 計

その他

01 01 4’ 41 01 01 01’ 01 2861 Zし且第3民事部

一植田智彦

一向健志

村松教隆

高橋侑子

大野友己

単植田智彦

単向健志

単村松教隆

8

j1
｜
’

１
３
’
’
９

ｌ

Ｉ

ｌ

■
圖
一
可

訓
三

｜l ll ll
,1111 6311 4131 20

01 511 4511 4

Ｌ
胴鳴

萠

Ⅱ
３
’
－
９

ｌ
’
’
１

■
風
二
国

■
園
一
一
国

ｊ
園
一
一
回

小計 476

101 016

署
鶚
鰕
嶬

斡
緬
帳
岼

眠
一
第

一

一

岨
審
一
霊
一
雄
一
鎚
魍
審
一
雲
一
婿

､■53811 31 421 31 4811 49011 151 101 51 30~Z晁「Z '’ 211 ，’ 01 01 ’ 01 ，|I ’



(別紙様式第1）

民事裁判官別事件担任表
京都地方裁判所(本庁分）

6月を超 結審後2箇月を超えて判決言渡

え口頭弁 のされていないものの件数

論期日の2 月4 月6 月 1 年2 年3 年

指定なきを超えを超えを超えを超えを超えを超え 計

もの 4月以内6月以内1年以内2年以内3年以内るもの

0 ．’ 01 01 01 ，’ 01 ，

6月を超

え口頭弁

論期日の

指定なき

もの

令和6年2月末日現在 NO.3

未済事件の審理期間

2 年3 年5 年

を超えを超えを超える計

3年以内5年以内もの

受 理 既 済

■｡篝|綴|計"鍵|彌鯛|蕊
未
済
件
数

備考計
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【機密性2】

(別紙様式第2）

刑事裁判官別事件担任表
京都地方裁判所(本庁分) Nb.1令和6年2月末日現在

判決言渡後15日を超えて書記官に対する
判決原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決言渡
のされていないものの人員受理人員 未済人員の審理期間既

済
人
員

未
済
人
員 割親類籍’

6 児

を超え

1年以汰

神罐岼

胡を３

備考
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【機密性2】

(別紙様式第2）

刑事裁判官別事件担任表(訂正）
令和6年2月末日現在 京都地方裁判所（本庁分) N0.2

判決言渡後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決言渡

のされていないものの人員未済人員の審理期間受理人員 既
済
人
員

未
済
人
員

申

備考
I

1年

を超え

るもの

1 月

を超え

2月以俳

2 月
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2月以防

3 月
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6 月
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【機密性2】

民事裁判一月」事件拓任表
｛ ］

馬開閉囿
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一

■■■■■■■■■■■■■■■■■
一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

区分区分

裁判官名裁判官名

：： 圭祐

舞鶴支

NQ1

支部



騒 ■
－~－－－一口■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

未済件数

区分区分
備考

裁判官名裁判官名

小計

簡裁

木花弘

右京簡裁

村田昌三

向日町簡裁

小川正照

木津簡裁

佐伯美保

宇治簡裁

小川親治



(別紙様式第1)

民事裁判官別事件担任表
京都地方裁判所[麓］ NO.3

閲閣画■ 目
■■■■■■■■■■■■■

区分区分

裁判官名裁判官名

簡裁



【機密性2】

(別紙様式第2）

刑事裁判官別事件担任表

京都地方裁判所モ憲茅恥』令和6年2月末日現在

關匿蛎悪鯛霊鵬鴎

■■『＝ー一一ーーーーTーー
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【機密性2】

刑事裁判官別事件担任表

露悪悪霊 鯛園目
一 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



【機密性2】

(別紙様式第2）

刑事裁判官別事件担任表

京都地方裁判所礒鶏脳令和6年2月末日現在

判決言渡後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付がされていないものの人員

結審後2箇月を超えて判決言渡

のされていないものの人員未済人員の審理期間受理人員 既
済
人
員

未
済
人
員

区分

備考6月

を超え

1年以内

1月

を超え

2月以内

2月

を超え

2月以内

3月

を超え

6月以内

3年

を超え

るもの

2 年

を超え

3年以内

1 年

を超え

2年以内

15日

を超え

1月以内

2 月

を超え

4月以内

4 月
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6月以内

6 月

を超え
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3年
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るもの

1年6月
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2年以内

2年

を超え

3年以内

1年6月

以内

計計計新受 計旧受裁判官名
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小計
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小計
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【機密性2】

裁判官別事件担任表(No． 1)

京都家庭裁判所令和6年2月末日現在

未済事件の審理期間既済 未
済
件
数

受理

備考
2年を超え
3年以内

3年を超え
る もの

3月を超え
6月以内

6月を超え

1年以内
1年を超え
2年以内

審判又
は調停

計3月以内新受旧受 計 その他 計

l ll l ll l ｜ ｜｜ ｜’ ’京都家裁本庁

牒森木田邦裕

三宅康弘 劉
搾

吉岡真一 審判

調停

今井調停官

谷澤調停官

薮崇司 審判

調停
細川調停官

濱谷由紀 審判

調停

泉有美 劉
搾

小林約 洲
一
雛

道垣内正大 審判

調停

’’ ’ 下 ’ ’ ’ ’ ’|’ I
小計 1,804

193

1，219
－

1,406

1,032 52
一

334

15
－

113

審判 1,829

240

3,023
-

1,599

1，755
－

93

49 118 2 ０
’
０

０
’
０

1,2191，194
－

1，359 408調停 100 533 18 1,4061，406



【機密性2】

裁判官別事件担任表(No． 2)

京都家庭裁判所令和5年2月末日現在

未済事件の審理期間既済 未
済
件
数

受理

備考区分｜’
1年を超え
2年以内

2年を超え

3年以内
3年を超え

るもの
3月を超え

6月以内

6月を超え

1年以内
審判又
は調停

計3月以内旧受 新受 計 その他 計

’ ’ ’’ 1 ｜ ll ll ’ ｜ ’ ｜ ’ ’舞鶴支部

１
１
１

堀河民与 劉
雑

■■ | |l ll l l l l | | |園部支部

竹村昭彦 遡
雑

■■| I I | || l l l l l l | |宮津支部

藤田圭祐 審判

調停

｜ ’ l ll l ｜ ｜｜ ｜’ ｜ I ｜ ’ ｜ ｜ ’福知山支部

坂本智 遡
雑

Ⅱ ’ I Ⅱ Ⅱ ロ 、

I Ⅱ ロ I Ⅱ ’ I Ⅱ Ⅱ

０
－
３

186
一

185

小 計 ９
一
別

３
｜
胴

０
５

審判

調停

４
９

６ 279

22

186
－

185

152
－

84

22

43等信濤
215
－

13

172
－

176

ｌ
Ⅱ

ｌ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

１
１

１
６

ｍ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
叩

１
日Ｉ

'1“612,12213‘488111,9701 ］1312,0831
1 1,5351 27111,80611 1061 1091 2151

113

109

1,366
-

1,535

■-

,,40511 』哩副
1,59111 6171 ’

’ ’
61
－

368

18
－

129

0〈
ロ 計 140

451

遡
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【機密性2リ

家事裁判官別事件担任表

京都家庭裁判所令和6年2月末日現在

結審後2箇月を超えて判決言渡のされて
いないものの件数未済事件の審理期間既済受理 6月を

超え口
頭弁論
期日等
の指定
なきも
の

備 考未済
件数軒

麺
他

1年を
超える
も の

6月を

超え1
年以内

2月を

超え4

月以内

4月を

超え6
月以内

2年を
超え3
年以内

3年を

超え4

年以内

4年を

超える
も の

1年を

超え2

年以内

1年
以内

計計和解 計新受 計 判決旧受

裁判官氏名、’ ｜ ’

本 庁
■ ■

蕨崇司

泉有美

| ]2 1 203 1 10 1 3 1 6 1 ]9 1 184 1 128 1 38 1 ]4 1 0 1 4 1 184 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 00 0 0 0 0 00 4 184184 128 38 146 19203 10 312小 計 191

舞鶴支部

堀河民与 ’

園部支部

竹村昭彦昭
◆ ●

宮津支部

’藤田圭祐
.

福知山支部

坂本智

0 0 0 0 0 05 2 3 1 0 11小 計 3 1114 0 0 313 1

' 4， 4 195 0 0 0 0 0 0京都家裁合計 195 133 17 13 9 22217 10204 13



【機密性2】

少年裁判官別事件担任表

京都家庭裁判所令和6年2月末日現在

未済人員の審理期間未
済
人

受理人員 既
済
人

』

割替 2年を超え
る もの

3月を超え
6月以内

6月を超え
1年以内

1年を超え
2年以内

1月を超え
3月以内

備考

|順受斥新受|計
|| l l l l

|_l l l l

ll l l l l

1月以内

員員

｜

’

京都家裁本庁

田中幸大

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
Ｉ
■
口
即
。
Ⅱ
０
０
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
４
▲
Ⅱ
Ｏ
ｂ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

｜

’

１
１
１

一般

・
・

１
１
・
・
Ｉ
Ｉ|’

道垣内正大 一般

田中・道垣内 ｜ 道交

１
３
１

１
３
１

ｊ
封
司

■
国
■I 0小 計

舞鶴支部

堀河民与

981 26411 108 156

一般

’

｜

’

｜

’

｜

’

ｌ
Ｉ

’ １
１

l l l l l ll

l l l l l ll

道交堀河民与

|’
小 計

合 計

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

｜

Ⅱ

’｜ ｜「－－－

※一般柵には,業過を含み,道交棚には反則金を除いた件数を計上する。
※割替欄には,月をまたいで割替した件数を計上する。



－

民事裁判官別事件担任表

金和6年2月末日現在 神戸地方裁判所（本庁分）

受 既 済 未済事件の審理期間 結審後2カ月を超えて判決言渡なきものの件数理 6月を超えて
口頭弁護期
日の指定な
きもの

未済
件数

4月超

6月以
内

6月超

1年以
内

2月超

4月以
内

超
以
年
年
１
２
内

2年超
3年以
内

備考備考3年超
のもの

2年超
3年以
内

3年超

5年以
内

計 計旧受 新受 計 判決 和解 取下他 計 5年超
裁判官名

831 61 8911 31 41 01 711 8211 71 31 11 11 011 01 01 01 01 01 01 01第1民事部
合「後藤慶一郎

和田崇寛(A)
T

廣瀬一平(B)

谷口実希

単後藤慶一郎

’単和田崇寛

単廣瀬一平

弓 割 割0 割’ |’
國
囿

団
囚

｜ ，

|’ ’’
0 ｜

’ ’ ’
Ｊ
ｊ

0

3 3 ！’
翻
圃 雫情調’6 103

小計 478 30 0 0 0

’ 4第2民事部

合「野上あや

97 11 4 0 1

1
鈴鹿祥吾(A)

井上寛基(C)

l関根隆朗(B)
単野上あや

単鈴鹿祥吾

''' 011 011 011
11 01 01 01

1 ’ 0 0 0

#’|雷
到
司 ﾖ’ ヨ

7

＃ ；
0

:’ ﾖ’
51 911 411
911 21 01

51 ’ 91 ’ 41

趾
18

1
5

士
0小計 11 206217 6

1第4民事部

合「河本寿一
I 澤田博之
]藤田晃弘
[白浜菜央
単河本寿一

単澤田博之

単藤田晃弘

| 4251 401 46511 421 !11 91 621 403113Z|151 1 5311 311 ! l O ]|0l 010l31,’’ 53 0 ｜ ↑ 2140 465 42 11 9 62 403 37 15 3 i 0 0 0425小計



民事裁判官別事件担任表

神戸地方裁判所（本庁分）
結審後2カ月を超えて判決言渡なきものの件数 ’

令和6年2月末日現在
未済事件の審理期間既 済受

一
屋 忍帯ゴ犀

6月を超えて
口頭弁證期
日の指定な
きもの ．吋取下 計||議

2月超

4月以
内

4月詔
6月以

内

－1

0
－■

6月超

1年以
内

1年超

2年以
内

2年超

3年以
内

備考3年超
のもの

2年超
3年以
内

3年超
5年以
内

計和解 5年超 計

H田
－

31 911 441 1 21 3’ 471 61 5311 21 41 01 511 ’'’ 0 ol ol ol第5民事部

合天野智子

堀一策(B)

,鈴木喬(A)

竹内壮太郎

l高嶋翼

単天野智子

|単堀一策
|単鈴木喬

｜ 小計
|第6民事部
合「島岡大雄

｜ ｜大川潤子(2)
n植田類(3)

川石渡圭
単島岡大.雄

|単大川潤子
単植田類

合「島岡

櫟

I 割’ ＃ 1 fH 1 1
３
３鶚’ 壹門 割 弓剖’ 割 計|停鶚門

2 01 ，,'’ 1'’
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ol ol o1 ol !
21 Ol Ol Ol-~51
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’
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11 17271 1751 ↑90211 1211

到
刈

計
一
計

1
■■

7

０
画
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小
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７
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民事裁判官別事件担任表

神戸地方裁判所(支部分）令和6年2月末日現在一

決言渡て判6月を
超え口

頭弁論
期日の

指定な
きもの

未済事件の審理期間済受 既理 未
済
件
数

区分 のされていないものの件数

備考2年を
超え3
年以内

3年を
超える
もの

2月を
超え4
月以内

4月を
超え6
月以内

6月を

超え1
年以内

1月を
超え2
年以内

2年を
超え3
年以内

罐
》
》

5年を
越える
もの

取下
その他

計計判決 和解 計新受 計旧受裁判官名

391 01 01 01 01 39 1 61 91 31 181 11 01 01 01 01 01 01 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

尼崎支部第1民事部

合

381 1

藤田昌宏

中出明香

長岡慶

久保貴紀

梁川将成

長岡慶

中出明香

久保貴紀 ｜

小 計 ｜

第2民事蔀’第2民事部

単
一
単
一
単

I 一
晒
価

回
回

回
回

凹
回 :=

回
回
Ｌ
ｒ

図
Ⅱ筈削

囮
囿

唖’ 251 171
281 01 21 3

刈
田

太田敬司
今
巨

橋本都月

丸山徹

佃良平

金子慧史

太田敬司

橋本都月

佃良平

丸山徹

小 計

尼崎支部計

単
一
単
一
単
一
単 ｌ
｜
顧
圃
。 』

回
団
■

０
－
周
囲
■
■

鶉 鶚
型
到
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且
凶
■
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一1

列
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Ⅱ

囲
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■

囲
圃
■

四
国
■

０
’
０
－

１
国
１

伊丹支部

単川畑公美

単安田仁澤■■■

小 計 ’ 2511 261

1石支部 ’－－1 1明石支部 翌目当
型
■
画
・
四
日

Ｊ
１

回
日

回
■

ｑ
■

Ⅲ
■

01囮
■

団
日
m一列

■Ⅱ■■
唖
■
囮
■

単久保田千春単久保田千春

単大寄悦加
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民事裁判官別事件担任表

神戸地方裁判所（支部分）令和6年2月末日現在

結審後2箇月を超えて判決言渡
のされていないものの件数

6月を
超え口

頭弁論
期日の

指定な
きもの

未済事件の審理期間済既受 理 未
済
件
数

区分

備考
』

3年を
超える
もの

6月を
超え1
年以内

1月を
超え2
年以内

2年を
超え3
年以内

2月を
超え4
月以内

4月を
超え6
月以内

3年を
超え5
年以内

5年を
越える
もの

2年を
超え3
年以内

取下
その他

計計和解 計計 判決旧受 新受裁判官名

’

’
柏原支部

単大藪和男

| 481 21 501 11 21 01 31 471 21 91 01 111 11 1101 11 01 01 01 21

’

姫路支部民事合議

合増森珠美

高山慎

河嬬硲美子 ｜
鈴木新星一

浅井隆彦

井上博喜

大西康平

鈴木新星

高山慎

浅井隆彦

大西康平

井上博喜

河端裕美子

増森珠美一

小 計 ’ 6401 531

1 1■■■■

単
一
単
一
単
一
単
一
単
一
単

01 461 41 51 01 11 01 01 01 61
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

－~ －－－1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

91 1791 151 51 01 21 01 01 01 71

刺
－
１
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’
’
’
’
一
剥

側
一
川
Ⅱ
ｌ
Ｉ
－
ｎ
Ｍ皿

一
一
Ｎ
一
」
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２

一
理
一０８

剰
’
三
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
川

１
１
１
一
’
１
１
刎

鯉
一

社支部

単五十部隆

・
・
・
・

龍野支部

単山田智子

豊岡支部

単坂川波奈子’
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洲本支部

単武内讓司
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民事裁判官別事件担任表

令和6年2月末日現在 神戸地方裁判所（簡裁分）

1 1 1

6月を
超え口

頭弁論
期日の

指定な
きもの

済 未済事件の審理期間受 理 既 未
済
件
数

区分 のされていないものの件数

備考2年を

超え3
年以内

3年を

超え5
年以内

5年を

越える
もの

2月を

超え4
月以内

4月を

超え6
月以内

6月を

超え1
年以内

1月を

超え2
年以内

2年を
超え3
年以内

3年を

超える
もの

取下
その他

新受 判決 和解 計 計 計旧受 計裁判官名

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’神戸簡裁

竹内頭浩

山田誠

西前行雄

匿圓憲章個調■■l
小 計 ’’ 4311 1161 5471 351 221 501 1071 4401 31 11 01 411 31 01 01
i簡裁 …1 1-||l l l i lll l l l l 璽唇 斗’西宮簡裁
藤田敏之

植屋伸一 ｜｜
小計 ’’ 1321 221 1541 91 111 71 271 1271 01 01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 割
０
日 割尼崎簡裁

植屋伸一

｜ ’

｜ 星野充広 ｜

｜ 小計 ’ ’ 1561 511

－一－-11 1 1
1 宇都宮庫敏 ｜
|明石簡裁 ｜ ’ ｜ ｜
’ 西山明 ｜
｜ 森田芳久 ｜
｜ 小計 ’ ’ 1301 381

1篠山蕊大貫■■■■
|柏鷺大貴■■■■
|姫路簡裁 ｜ ’ ｜ ’

篠山簡裁

寺畠大貴

柏原簡裁

寺畠大貴

姫路簡裁

困
・
｜
Ｕ

田
。
１

回
ｌ
｜
｜

皿
■
’
’
一

一
川
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
Ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

０
一
一
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一
｜
［

｜
岬
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一
兜
一
一
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Ｍ
Ｉ
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岫
一
’
’
’
１
｜

｜
型
１
コ

到
一
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ

0

01 01 01 01 01 01 01
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1681四
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・

71 201 361 1321 01
1 1 1 1 1

1 1 1 1
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画
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四
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・

皿
・
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民事裁判官別事件担任表

神戸地方裁判所（簡裁分）令和6年2月末日現在

結審後2箇月を超えて判決言渡
一 一のされてし1ないものの性数一

6月を
超え口

頭弁論
期日の
指定な
きもの

済 未済事件の審理期間理 既 未
済
件
数

区分

和解熟ﾖ|墓|蕊|蕊|琴|計|霧|蕊|蕊|蕊|蕊’
2月を

超え4
月以内

4月を

超え6
月以内

6月を

超え1
年以内

1月を
超え2
年以内

2年を
超え3
年以内

3年を
超え5
年以内

5年を
越える
もの

取下
その他

計和解 計
備考2年を

超え3
年以内

3年を

超える
もの
計判決旧受 新受 計裁判官名

■
・
・
・

図
・
・
・

Ｕ
Ⅱ
｜
川

Ｉ
ｎ
Ｉ

ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

ｌ
－
Ｉ
ｌ
－
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ

I■■

|■■

l■■

｜

’

加古川簡裁

長谷川卓司

社簡裁

山崎智弘

龍野簡裁

山田智子

大西
一

小

光

5F5T 01 01 01 01 01 01 01 0l m 51
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 「－－｜

’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’

51 11 01 61 41 0101 01 01 01 01 01

－－－－

副
コ
コ
ー

型
ユ
■
刊

１
１
２
日

’
１

画
一 i=

副
１

計

｜
｜
’

豊岡簡裁

秋田正之

■■■■ ・
・

｜ ’浜坂簡裁

秋田正之

’

１

洲本簡裁 ｜
森田芳久

370114001 51 113671 17701 1351 681
合
口 計 167



刑事裁判官別事件担任表(A表･地裁本庁） 神戸地方裁判所令和6年2月末日現在
判決言渡後15日を超えて書配官に対する

判決原稽の交付がされていない人員
霜~審後2箇月を超えて判決言渡の
されていない人員
亘箇月を超えて判決言渡の
,、ない人員

結審管
されて

熊

超月２

未済人員の審理期間受瓊人員 既
済
人
員

未
済
人
員

区分
『
‐
年
超
の

も
の

２
月
超
３

月
以
内

３
月
超
６

月
以
内

６
月
超
１

年
以
内

３
年
超
の

も
の

１
月
超
２

月
以
内

４
月
超
６

月
以
内

６
月
超
１

年
以
内

１
年
超
２

年
以
内

２
年
超
３

年
以
内

１
５
日
超

１
月
以
内

３
年
超
の

も
の

４

月
以
内

備 考備 考１
年
６
月

超
２
年
以

内 ２
年
超
３

年
以
内

１
年
６
月

以
内

計肘計新受 計旧受

裁判官名

(0)1 0(o)I O(0)l Ob)1 0(0)I 0(0)II O(0) 0(0)1 0(0)I 0(0)l O(0)I O(m1 0(0)179 1 176(0)1 3(0)|0(0)il O(0)1179(0)I1 0(0)I O第1刑事部

合 入子光臣

安西二郎
金川誠

齋藤あき

菊池淑子
合議小計
単1 安西二郎

単2金川誠

単3 入子光臣

単独小計

第2刑事部

合松田道別

西村彩子

小林郁也

井村玲央奈

209 11 30162 47

(0)1 0(0)l o(0)l 0(o)I o(0)I mo)II o(0)l o(0)l o(0)I 0(0)l o(0)I o(0)I o(o)15 1 0 1 15 11 0 1 15 11 12(0)1 3I研 0(0)l O(0)1 15(0)ll 0(0)l 0
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(0)| 0｡)1 0(0)l O(0)l 0(0)l 0(o)ll o(0)I 0(0)I o(0)l Oo1 0(0)I o(0)l O(0)|

147 1 47 1 194 11 30 1 164 11164(0)I o(0)I o(o)l o(0)1164(0)ll 0(0)I o
122 I 33 1 155 11 36 1 1191117(0)1 1 (O)| 1 (O)l O(0)|119(0)II O(0)l O

両雨尉 耐
－｜ ’ ’ ’’ ’ ’
0(0)l 0(0)l o(0)l 0(0)1 0(0)l o(0)

■
唖

｜ ｜’ l ll ll ’

23 1 1 1 24 11 4 1 20 11 19(0)l OzUl l (0)l O(0)| 20(0)II O(0)| 耐
■
皿合議小計

単2西村彩子

単3松田道別

0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

ロ ■■■1
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0｡0(o)l 0oO(o) 0｡0(0) 0(o) q(0)

0（0）98(0) 1 (0) 0(0) 0(0) 99(0) O(0)
ー一一一1 F

■■■

1画
0（⑪ 0(0） 0（0） 0（O） O（O) ． 0(0）

単独小計

第3刑事部
（石原稚也）

（安西二郎）
．(齋藤あき）

単独小計

狸一

一
一
０

9999 32 131
一
一

0（0）00 00

山
一
叩笥

0(0)｜

調
o(0)|

司
祠鶚笥 鶚 叫耐 顎’

当
皿

|、0 1 0 1 0 11 0 1 0 11 0(0)I o(o)l o(0)l ･0(o)l o(0)II o(0)|
l 1 1l ｣ ll l l l l ll l
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| 1761131 1 145 11139(0)1 3(0)1 1(O)I 2(0)I 145(0)II O(0)l 0(ml

o(0)|

．
o_ol' 1“’ 33》

評
鐸
蹄
銅
吋
》

合
単
単

I慎

西
一
３
一
四

園
罰
國
昌

0(0)l 0(o)I 0(0)l 0(0)l o(0)| 0(0)’ 0(0)’2(0)| 24(0)liO(0)I O(0)I 0(O)I O(O)I 0(0)I O(0)l O(0)llri 24 1118(0)1 3(0)| 1 ID】
哉
一

田顕

｜ ｜ ｜ ｜’ ｜ ’ ｜ ・’ ｜ ’ ｜ ’ ｜’ ｜ ’ ｜ ’ ’
121 1 30 1 151 11 30 1 12111121(0)I O(0)l O(0)l O(0)1121(0)ll O(0)I O(0)l O(0)I O(0)I O(0)l O(0)I 0(0)ll O(0)l 0(0)10(0)1 0(0)l O(0)I O(0)l 0(0)

i llll ll ll l l ll ll l l l l l l ll l ll l l l l
単独小計

0（0） O（0） 0（0） 0（O） 0（0） 0(O）0（0） 0'(0） O（0） 0（0） 0（0） 0（0）443（O） 0（0） 0（0）7（0） 2（0） 2（0）本庁合計 97 443 432（0）113 540427

0（O） 0（O） 0（0） 0（0） O（0） 0（0）0(0） 2（2） 3（3） 0（0）434(3) 0（O） 0（0） 1（1） 0（0）2(O） 3（の 2（2）支部合計 434 427（1）144 562 128418

’0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（O）O（0） 0（0） O（0） O（0） 0（O）O（O） 0（O） Oの） 0（0）0（0） 0（O） 9（0）9（O） 0（0）簡裁合計 12 3 ９10 2

0（O） 0（0） O（0） 0（0） 0(0） 0（0）1（1） 0（0） 2(2) 3（3） 0（0）886（3） 0（0） O（0） 0（0）9（0） 5（0） 4（2）886 868（1）総計 1114 228855 259



刑事裁判官別事件担任表(A表･地裁支部）

神戸地方裁判所(支部分）令和6年2月末日現在
判決言渡後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付なきものの人員
諾~審後2箇月を超えて判決言渡
なきものの人員

｜ 受理人員 未済人員の審理期間既
済
人
員

未
済
人
員

区分

|霊|雲|雲'零|菫’

２月超３
月以内

３月超６
月以内

超月６１
年以内

の超年１
もの

２超月１
月以内

３
年
超
の

も
の

２
年
超
３

年
以
内

１
年
超
２

年
以
内

６
月
超
１

年
以
内

４
月
超
６

月
以
内

２
月
超

４
月
以
内

計

３
年
超
の

も
の

２
年
超
３

年
以
内

１
年
６
月

超
２
年
以

内１
年
６
月

以
内

済
人
員

済
人
員

計
ゞ受新

２
年
超
３

年
以
内

３
年
超
の

も
の

４
月
超
６

月
以
内

６
月
超
１

年
以
内

１
年
超
２

年
以
内

１
年
６
月

超
２
年
以

内 ２
年
超
３

年
以
内

１
年
６
月

以
内

２
月
超

４
月
以
内

３
年
超
の

も
の計新受計

１
５
日
超

１
月
以
内

備 考Ⅱ

計計旧受

裁判官名

伊丹支部

単 西森英司

詞鯛
■
悶
悶

■
団
圃 割

ｌ
祠
祠

■
凧
団

｜

国
0｡’

剖
呵
祠 雪 割

１
ｍ
耐 詞
’
一
型
州傭 割 封0(0)’

Ｉ
祠
祠 割

Ｔ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
り
り
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ割》

雲
福
一
佐
山
梁
一
金
諦
一
》
｜
》
聖

卯
一
掴

㈹
－
４

卯
一
胴

’島
一
川
一
田
一
川
一
子
一
島
一
川

恵
一
真
｜
裕
一
将
一
慧
一
恵
一
真

子
一
也
一
責
一
成
一
史
一
子
一
也

■

村雅之

■
・ ’

■
・
■
。

玉Ｔ■“Ⅱ |’Ｉ■。 i
中 申

’
１
１ |’申

柏原支部

単 大藪和男

■
閥
闘

■
圃
圃

■
団
■ 割 詞

到
型
Ⅷ
詞
0(0)’誼

ｊ
川
祠 尋’ 詞

■
胴
胴割

到
型
州

ヨ
型
川 割詞=|露

(合A)佐藤洋幸

(合A)水落桃子

(合A) 白 鳥 葵

(合B)栗原 保

（杉山文洋）

(合B)庄司真人

(合B)西條壮優

（杉山文洋）

単1 庄司真人

:義臺’

｜

｜
I 詞I 0(0）

－

0(0）

“
－
３

|’



刑事裁判官別事件担任表(A表･地裁支部）

神戸地方裁判所(支部分）
判決言渡後15日を超えて書記官に対する

判決原稽の交付なきものの人員

令和6年2月末日現在

結審後2箇月を超えて判決言渡
なきものの人員

未済人員の審理期間受理人員 未
済
人
員

既
済
人
員

区分
４
月
超
６

月
以
内

６
月
超
１

年
以
内

１
年
超
２

年
以
内

２
年
超
３

年
以
内

２
年
超
３

年
以
内

３
年
超
の

も
の
。

１
年
６
月

超
２
年
以

内 ２
月
超

４
月
以
内

３
月
超
６

月
以
内

６
月
超
１

年
以
内

１
年
超
の

も
の

１
年
６
月

以
内

３
年
超
の

も
の

１
５
日
超

１
月
以
内

２
月
超
３

月
以
内

１
月
超
２

月
以
内

備 考

計計計旧受 新受 計

裁判官名

社支部

単 五十部隆

■■■■ |■■■■|｜ ’ ｜ ’ l lI l ■■■■■■■■｜ ’ l ll l

龍野支部

単 山田智子

■■■■■
胴凧胴 黒黒’｜ ’ l ll l ll l ｜ ’ I ll l ｜ ’ ｜ ’ ’ ’’ ’ ’

11 1 7 18 1 6 1 12 11 12(0)l O(0jl O(0)I O(0)| 12(011 0(0)l O｡l O(0)l 0(0)l O(0)l O(0)| 0(011 0(0)l O(0)|豊岡支部

合議

坂川波奈子

て ん 補

て ん 補

単 坂川波奈子

｜ ’ ｜ ｜ ｜｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜■■’|■■■■I ｜ ’ ’ ■■｜ ’ ’
－

洲本支部

単 武内譲司

｜ ’ ｜ ’ ｜ ll l ｜ ’ ｜ I ’

|427(1)| 2(0)| 3(0)1 2(2)|434(3)ll 0(0)| 0(o)| 1 (1)l O(0)l O(0)| 2(2)|黒黒黒’
｜｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ ’

3(3)ll O(0)| 0(0)I O(0)| 0(0)I O(0)| 0(0)| 0(0)|

｜

’詞
１
面|支部合計



刑事裁判官別事件担任表(A･簡裁）

神戸地方裁判所(簡裁分）
判決言渡後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付なきものの人員

令和6年2月末日現在

結審後2箇月を超えて判決言渡な
きものの人員

未済人員の審理期間受理人員
区分

既
済
人
員

未
済
人
員

３
月
超
６
月
以

内１
月
超
２
月
以

内 ２
月
超
３
月
以

内 ６
月
超
１
年
以

内１
年
超
２
年
以

内 ２
年
超
３
年
以

内 １
５
日
超
１
月

以
内

１
年
超
の
も
の

１
年
６
月
超
２

年
以
内

２
月
超
４
月
以

内 ４
月
超
６
月
以

内 ６
月
超
１
年
以

内 ３
年
超

の
も
の

２
年
超

３
年
以
内

３
年
超

の
も
の

１
年
６
月
以
内

備 考

計計計新受 計旧受裁判官名

|5 1 1 1 6 1 2 1 414(0)l O(0)I O(0)l 0(011 4(0)|| 0(0)I 0(0)l 0(0)l 0(0)| 0(0)l O(0)l O(o11 0(0)I O(0) 0(0)l O(0)I O(011 0(0)l O(0)|神戸簡裁

石井寛明

竹内正浩

山 田 誠

西前行雄

’ l l ll l ll l ｜ ’ l ll l ｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ ’’
0 l 1 l, ll o l, ll ! (0)l o(0)| 0(0)| 0(0)| ; (0)llo(0)lo(0)lo(0)IQ_ul o(0)lo(0)| 0(0)10(0)lo(0)| Qulo(0)I umo(0)|｣_J伊丹簡裁

西森英司

宇都宮庫敏

’ l l ll l ll l ｜ ’ l ll l ｜ ’ ｜ ’ l ll l ｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜
! l 0 l ! ll o l ! || ! (0)| 0(0)| 0(0)l o(0)| 1 (0)|| o(0)| 0(0)|0(0)| 0(0)| 0(0)lo(0)|o(0)|| 0(0)l0ulo(0)| 0(0)loul 0(9)LQd尼崎簡裁

植屋伸一

星野充広

| | | || | ||-l l l l ll l l l l l l ll l l l | I I
明石簡裁 ! l 0 l # |||o l ! || ] (0)| 0(0)l 0(0)l o(0)| # (0)|| 0(0)| 0(0)lo(0)l0(0)| 0(0)lo(0)| 0(0)|| 0(0)| 0(0)lo_ul0(0)lo(0)l0(0)|LQul

翻一

西
一
島

山 明

村雅之
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o l o l o l o l o ll o(0)l o(0)l o(0)l 0(0)l o(0)ll o(0)l o(0)l o(0)l o(0)l o(0)l o(0)| 0(0)|| 0(0)l 0ul o(0)l o(0)l o(0)l o(0)lo_nl

畠大貴

藪和男

|o l o l o l o l o l1 o(0)| 0(0)l o(0)I o(0)| 0(0)ll o(0) 0(0)l o(0)l 0(0)| 0(0)l o(0)IQ(0)ll 0(0)I o(0)| qjp)l o(0)I 0(0)I 0(0)I 0(0)|
林幹典

川 昇
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》
｜
寺
一
大
一
》
｜
小
一
岩

社簡裁
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軸
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刑事裁判官別事件担任表(A･簡裁）

■
｝

神戸地方裁判所(簡裁分）
判決言渡後15日を超えて書記官に対する

判決原稿の交付なきものの人員

令和6年2月末日現在

結審後2箇月~を超えて判決言渡な
きものの人員未済人員の審理期間受理人員

区分
既
済
人
員

未
済
人
員

６
月
超
１
年
以

内２
月
超
３
月
以

内 ３
月
超
６
月
以

内 １
年
超
の
も
の

呵
月
超
２
月
以

内１
５
日
超
１
月

以
内

６
月
超
１
年
以

内 １
年
超
２
年
以

内 ２
年
超
３
年
以

内 ３
年
超

の
も
の

２
月
超
４
月
以

内 ４
月
超
６
月
以

内１
年
６
月
超
２

年
以
内

３
年
超

の
も
の

２
年
超

３
年
以
内

１
年
６
月
以
内

備 考
計計計裁判官名 新受 計旧受

豊岡簡裁

秋田正之
申。

二
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

｜｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’
0(011 0(0)l o(0)l o(0)l o(0)l o(0)l o(0)| 対

－－二ぞ.

o(0)l o(0)l o(0)|

｜｜ ’ ｜ ’ ’ ’ ’
0(0)|| 0(0)l o(0)I o(01 0(0)l o(0)I o(0)|

｜ ’ ｜｜ ’ ll
o l o lOl o l Q｣|

Ｊ
闘洲本簡裁

森田芳久

武内譲司

西宮簡裁

藤田敏之

| | || | || |n~~T－－I I 1 |_ | | |司匡_[=j l－｣__L | |
篠山簡裁

寺畠大貴’ －－」
| - |､| | | I司 l l ll l I L－」 l －l－－ll l I I I | | |

加古川簡裁

長谷川卓司

| | ll l ll l l l l ll l lEII L |LI IU |nl
浜坂簡裁

秋田正之

’ ｜ l ll l ll l ｜ ’ ｜ ｜｜ ’ ｜ l l l ll ll l ｜ ’ l l l
l簡裁合計 10 1 2 1 12 11 3 1 9 1 19(0)|O(0)l O(0)l 0(0)l9(0)ll O(0)l O(0)l O(0)l 0(0)l O(0)l O(0)l O(0)ll 0(0)l 0(0)l O(0)l O(0)l 0(0)|0(0)l O(0)|
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。
■
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【機密性2】

家事裁判官別事件担任表（遺産分割事件を含む｡）

既済 ｜｜ 未｜|遺産分割’ 未済事件の審理期間

未

遺産分割

神戸家庭裁判所令和6年2月末日現在

済
件
数

事件の占

める割合

％

受理

’
3年

を超え

るもの

5年超

(3年超

の内数）

1年

を超え

2年以内

2年

を超え

3年以内’
6月

を超え

1年以内

審判

又は

調停

3月

を超え

6月以内

3月
備 考

計計新受 計 その他旧受

以内

本庁
グ

審判

(遺産分割）

古谷恭一郎

調停

(遺産分割）

審判

(遺産分割）

中村昭子

調停

(遺産分割）

（調停）

(遺産分割）

【佐藤英生】

【上原隆志】 （調停）

(遺産分割）

審判

(遺産分割）

西森みゆき

、調停

(遺産分割）

（調停）

(遺産分割）

（調停）

(遺産分割）

【佐藤英生】

【上原隆志】

審判

(遺産分割）

小河好美

調停

(遺産分割）

（調停）

(遺産分割）

（調停）

(遺産分割）

１
１
志
弘
隆
知
原
村
上
大
Ｉ
Ｉ

審判

(遺産分割）

渡邉健司

調停

(遺産分割）

霞
山本由美子

1



【機密性2】

(注1） 【 】は,家事調停官担任数で内数である。

(注2）遺産分割事件は,内数である。

壼
事

家事 、

審判官名

2



【機密性2】

尼崎支部

。軍

■罰■

■エー

ー王＝

■■■■■■■■■
画画 ■■■■■■■■■

■罰■ ■■■■■■■■■■

■罰■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

匿罰■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■
一

唾＝宝面面画 ■■■■■■■■■
＝罰 雨■祠…■雨一画祠…ー…画面m回■■■m画…日■■■■■■■■■
面■■田＝ －函面圃コーーー■■団■■、ー＝

■■■■■■■■

■■■■■■■■■
I■■■■■■■

園、二H団■咽国国弔印則雨司■■■国:■■
印可■－-.-口、圃而＝m＝＝■■回■■四■■■回■■■■■■■■■

3

受理

旧受 新受 計

既済

審判

又は

調停

その他 計

未
済
件
数

遺産分割

事件の占

める割合

％

未済事件の審理期間

3月

以内

3月

を超え

6月以内

6月

を超え

1年以内

1年

を超え

2年以内

2年

を超え

3年以内

3年

を超え

るもの

5年超

(3年超

の内数）

計
備 考



【機密性2】

姫路支部
■罰■

■■■■■ﾛ■■
画＝ I■■■■■■■

■■■■■■■
■罰■ I■■■■■■■

I■■■■■■■
＝王＝ ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■
唾習面 ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■
面＝ ■■■■■■■

I■■■■■■■
■割■ I■■■■■■■

■I■■■■■■
■玉＝ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■
■罰■■祠…唖…。……ー面面一一■■団■■■■…■■■■■■■■■
＝■■ 雨 ■■團甲一＝”。■■団■■■■■団一■■■■■ロ■■四■■■■■■■■■

…、皿繋謡需噌繋黒圃謡謡豊霊霊霊皿

4

受理

旧受 新受 計

既済

審判

又は

調停

その他 計

未
済
件
数

遺産分割

事件の占

める割合

％

未済事件の審理期間

3月

以内

3月

を超え

6月以内

6月

を超え

1年以内

1年

を超え

2年以内

2年

を超え

3年以内

3年

を超え

るもの

5年超

(3年超

の内数）

計
備 考



【機密性2】

升丹支部

＝頚■

■ﾛ■■■■■■
＝画

■罰■

ロ■■■■■■■

匡正＝ ■■■■■■■
ロ■■■■■■■

＝罰■ ■■■■■■■
■■■■■■■■

ー ロ■■■■■■■
■■■■■■■■

＝罰■ ■■■■■■■
ロ■■■■■■■

酉＝ ロ■■■■■■■
■ﾛ■■■■■■

■罰■皿■面…軍団印…匡珂■■■剛。－口■■■■回…
■■回■■回口■■ ‐･ユー画叩＝ー■■皿■■回■■囮■■ﾛロ■■■■■■■■

＝寵＝…ーロ祠画。……■■■剛叩■和司■■回■■回口…■■■■■■■■
■■圃囿■■ ゞ＝‐五羽。■■囮‐■■回■■団■■回■■n回ﾛ■■■■■■■

5

受理

旧受 新受 計

既済

審判

又は

調停

その他 計

未
済
件
数

遺産分割

事件の占

める割合

％

未済事件の審理期間

3月

以内

3月

を超え

6月以内

6月

を超え

1年以内

1年

を超え

2年以内

2年

を超え

3年以内

3年

を超え

るもの

5年超

(3年超

の内数）

計
備 考



【機密性2】

圃閲、園、 刷關關關關關鬮
函垂否ヨ

9 1 5

8 30％ 1 0 2 4

286 42 328 22 16 38 290 112 65 86 4

45 2 47 1 1 45 155％ 4 7 22 10 2 0

姦悪ミ
事

家事 、

審判官名

面關電呂圏■■■■■
■､＝面＝和男電雷呂ロ祠

6



【機密性2】

7

受理

旧受 新受 計

既済

審判

又は

調停

その他 計

未
済
件
数

遺産分割

事件の占

める割合

％

未済事件の審理期間

3月

以内

3月

を超え

6月以内

6月

を超え

1年以内

1年，

を超え

2年以内

2年

を超え

3年以内

3年

を超え

るもの

5年超

(3年超

の内数）

計
備 考

神戸家裁計 審判

(遺産分割）

調停

(遺産分割）

4,363

87

3,301

602

4,044

6

458

53

8,407

93

3,759

655

3,700

5

259

28

508

4

249

30

4,208

9

435

58

4,199

84

3,251

597

2.0％

18.4%

3,497

16

1,171

152

438

23

850

137

164

14

816

162

71

20

362

112

25

9

38

21

4

2

14

13

0

0

1

1

4,199

84

3,251

597

神戸家裁合計 7,664 4,502 12,166 3,959 757 4,643 7,450 4,668 1,288 980 433 63 18 1 7,450



【機密性2】

家事裁判官別事件担任表 （人訴）

神戸家庭裁判所令和6年2月末日現在

可晨園子卜 蚕
未済事件の審理期間

4年を

超える

もの

2年を

超え3

年以内

3年を

超え4

年以内

1年を

超え2

年以内

1年

以内
計

神戸本庁

尼崎支部

姫路支部

豊岡支部

洲本支部

8



【機密性2】

“ 圃 圏鯛
結審後2箇月を超えて判決言渡のされて
いないものの件数未済事件の審理期間既済

1年を

超える

もの

6月を

超え1

年以内

4月を

超え6
月以内

2月を

超え4

月以内

4年を
超える

もの

2年を

超え3

年以内

3年を

超え4

年以内

1年を
超え2

年以内

取下

その他

1年

以内
計計計和解判決

伊丹支部

安田イー美

‘7■ ｜■明■､可■■■■■凧■■■■■■■■■■■
明石支部

■■

大寄悦加

三■＝ーー■■■■■一一甲■■■■■■■■
柏原支部

社支部

龍野支部

9

神戸家裁合計 478 45 523 9 11 10 30 493 317 143 26 6 1 493 0 0 0 0 0 0



【機密性2】

遺産分割事件件数表
神戸家庭義判所令和6年2月末日現在

未済事件の審理期間既済件数新受件数旧受庁
既
済
累
計

未
済
件
数

新
受
累
計

事
件
別 |: ： ： ； ：鰡照;":l: | : | :に仁に|:1: |:|;|;|;:|;:|"|;1

月６

11 12

月 月 |藁
2年3年

以内以内

8 9

月 月

11 12

月 月

9 10

月 一月

月７

月６

月２

月３

月５

月７

月８

6月

以内

月４

扣月

1

月

3月

以内

２
月Ｉ

計塞
超

３
月

1

月

裁判官名
(令6.1.1）

名

蟇’
審判鯛停

中村昭子

蕃
判

西森みゆき 鯛
停本

庁 審
判

小河好美 鯛
停

審
判
一
鯛
停

石本慧

審
判

杉本敏彦
調
停

審
判尼

崎
金子隆雄

調
停

審
判

佃良平
鯛
停

審
判

浅井隆彦
鯛
停

審
判姫

路
永谷幸恵

鯛
停

審
判

渡優子
鯛
停

審
判豊

岡 坂川波奈子 調
停

審
判洲

本
武内譲司

調
停



【樋密性2】

既済件数新受件数

3月 6月 1年 2年

｜以内以内

11 12

月 月

9 10

月 月

7 8

月 月

5 6

月 月

３
月

４
月

1 2

月 月

10 11

月 月

哩
月;|:|;| ；

6 7

月 月

8 9

月 月

1

月

，41

(注） 旧受欄の小欄及び新受累計欄の小梱は．それぞれ劉替分である。



【機密性2】

少年裁判官別事件担任表
神戸家庭裁判所令和6年2月末日現在

未済人員の審理期間未
済
人
員

受理人員 既
済
人
員

区
分

|熟|熱|蕊’
1年

を超え

2年以内

3月

を超え

6月以内

6月

を超え

1年以内

2年

を超え

るもの

1月

を超え

3月以内

事 1月
備 考

計計件 旧受 新受

以内裁判官名 別

神戸本庁

渡邉健司
一般

藤村香織
一般

渡邉健司
藤村香織

業過

渡邉健司
藤村香織

道交

25811 8111 17711
8111 3511 4611

１５
８３

ｺョ
｜

’ ’ ’
▲

■

■

ｌ

■

Ⅱ

■

■

■

■

■

■

■

Ⅱ’’
1
■■■■

0

０
’
０

177

46

珊
一
厳

布
一
卯

２
７
２ ０

－
０

杓
－
９

152

53
小計

尼崎支部

杉本敏彦 冊
敵
一
珊
厳
一
冊
厳
一
柵
鮫

佐川真也

梁川将成

金子慧史

庄司真人 一般

道交

柵
敬
一
冊
敬
一
珊
厳

金子隆雄

福島恵子

’
９

６７
凸

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ ’ ：’’ |’ ’’ ’
劉
一
２

型
－
１

２
－
０

０
－
０

82

10

躯
－
７

110

26

瀦
一
猫

砲
一
ｍ

34
小計

17

1



【機密性2】

未済人員の審理期間受理人員 未
済
人

既
済
人

区
分 2年

を超え

るもの

1年

を超え

2年以内

6月

を超え

1年以内

事 1月 1月

を超え

3月以内

3月

を超え

6月以内

備 考備 考
新受 計旧受 計件

以内別裁判官名

姫路支部

水落桃子

＝
66 31 97 30 67 27 31 9 0 0 0 67

31 53 26 27 13 13 1 0 0 0 27

57 3 0 0 336

9 0 0 0 84

3 0 0 420

豊岡支部

洲本支部

2



【機密性2】

民事裁判官別事件担任表
奈良地方裁判所(本庁分）令和6年2月末日現在

結審後2カ月を超えて判決言渡なきものの件数未済事件の審理期間既済 ’受 理

|鰯|鰯|覇･’
3年超の
もの

1年超
2年以内

2年超
3年以内

ﾄ

ﾘ

6月を超えて
口頭弁騰期
日の指定な
きもの

未済
件数
2年超
3年以内

3年超
5年以内

6月超
1年以内

2月超
4月以内

4月超

6月以内
備考計計5年超計旧受 新受 計 判決 和解 取下

に二コE． ｜ ’｜ ’I第1民事部

漬本章子

澤田正彦

石川理紗

木内悠介

石丸貴大

林香穂

小 計

第2民事部

Ｊ
１
山
下

回
１
Ｊ
１

ｌ
ｌ
Ｊ
１

Ｊ
１

〕
「

Ｊ
１

Ｊ
１

Ｊ
１

Ｊ
１

Ｊ
１

｜
’

Ｊ
刃

’ 311 81 3911 31 21 21 7lla21131 31－ l 6 11 11 1 21 161 232 3 32 2 731 8 39 3
’ ’合議1係 2

■■■■■■
寺本佳子

太田雅之
一
Ｉ

若原央子

今城智徳

田畑恭彦

｜ ヨ41 51 3911 ↑’ ’’1'’ 3811 41 51 1 911 11 21 1‐| ’ ’ ’ 212 24 5 91 385 39 134合議2係

寺本佳子

太田雅之

若原央子

石間大輔

今城智徳

矢島佑一
肝
川
Ｉ
Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ

単1寺本佳子

単2今城智徳

単3太田雅之
－

単4今城智徳

単5石間大輔

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｈ

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｈ

■

Ⅲ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ ’
,’１

１
’ 5

０

０

口

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ⅲ

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

凸甲
占
甲
－
１
１
１
１
１

１
１

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

■

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉi ’ ’
■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

■

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ＩI
Ｐ

Ｆ

Ｉ

‐

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

■

伽

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１
１

１
１

’ ｊ
詞 計

小 計 2 0 0 0 013 0 45 725 5 52 496 3263 548 22485

45 | ！今
ロ
今
ロ 5 2 0 0 0 013 0 725 5 52 496 3263 548 ”485



民事裁判官別事件担任表 【機密性2】
奈良地方裁判所(支部分）令和6年2月末日現在

結審後2カ月を超えて判決言渡なきものの件数受理

2月超4月超6月超 1年超2年超3年超の
4月以内6月以内1年以内2年以内3年以内もの
■■■

■■

｜一 ］■

6月を超えて
口頭弁論期
日の指定な
きもの

2年超
3年以内

3年超
5年以内 計| 備考

備考新受 5年超旧受

l■■■■■■■■■■■■■■

に｜
〆

葛城支部

合議係 ｜ ’
0011 611 1 0

「真鍋 秀永

久末裕子

園部伸之

一林憲太朗

1係久末裕子

2係林憲太朗

3係栩木有紀

4係園部伸之

ﾖ医
司「

Ｉ

ｌ

ｌ

ｊ
剴
司

＝＝＝＝

01
＝呂呂目ロ

ｊ
囲
一
■
七
~n

■
闘
一
■
過
~n

0

2471 2↑小計

五條支部

賀来哲哉

｜ －
｜ 小計
|支部合計’

’

■■■■■■■



【機密性2】

区分区分

裁判官名判官名

小 計

葛城簡裁 ■ﾛ■■■■■■■■■■■■■I■■■ﾛ■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

進

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

五條簡裁 ■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

賀来哲哉

ﾛﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

宇陀簡裁 ﾛﾛ■■■■■ﾛ■■■■■ﾛ■■l■■■■■■■■■ﾛ■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

旧■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
小計

吉野簡裁 ■■■■■ﾛ■■■■■ﾛ■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■ﾛ■■

賀来哲哉

可ﾛ■■■ﾛ■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■
小計

簡裁合計



刑事裁判官別事件担任表 【機密性2】

奈良地方裁判所（本庁分）令和6年2月末日現在
判決言渡後15日を超えて書記官に対する
判決原稿の交付なきものの人_員未済人員の審理期間||諒簔雪惹なか篝月急誘電

え
人
て
員受理人員

未
済
人
員

区分 既
済
人
員

備考
■■■■■■■■

超
以
月
月
３
６
内Ｉ
超
以
月
月
２
３
内

超
以
月
年
６
１
内鰯|計||:龍

超
以
月
月
１
２
内

超
以
月
年
６
１
内

超
以
年
年
１
２
内

超
以
年
年
２
３
内

超
以
月
月
２
４
内

超
以
月
月
４
６
内

超
以
年
年
２
３
内

1年6
月超2
年以内'･愛|新臺|ヨ

＄霧|計;霧｜ 計
1年6
月以内

’

0

羽‘311 ,引‘811 害｜ ，｜ ‘’ ’’ ’811 ,｜ ，| ｡|21 ｡| o| ,||
合議 52

澤田正彦

1石川理紗

2木内悠介

3石丸大貴

単独

1石川理紗

2木内悠介

3澤田正彦

’| | lrnrl l l l ll-l l l l ll ll lU｣－Ⅱ|

計'' 2991〃刀|剖州3')｜ ‘｜ ，｜ ,| ，2，|| ，｜ ，｜ ･’ ’’ 1 01 ’'’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0
谷
口

鰯識の下凌太霊鍾数字は； 一月からの黛計注未済人員の審理期間欄の下段太字斜体数字は1年超1年6月以内の人員受理人貞の鉦受 (大高刑）



刑事裁判官別事件担任表 【機密性2】

葛城支部（支部分）令和6年2月末日現在
判決言渡後15日を超えて書記官に対する
判決原稿の交付なきものの人員未済人員の審理期間薪壽譽蒼琴､書肩も誘語蚕貰

懸驫:覇鰯計鳥弱:罷議蕊:覇鰯計

受理人員
既
済
人
員

未
済
人
員

備考
15日超

1月以

内

超
以
月
月
１
２
内

超
以
月
月
２
３
内

超
以
月
年
６
１
内

超
以
月
月
３
６
内 ＄霧|計旧受｜新受｜計

I葛城支部
一

合議

真鍋秀永

栩木有紀

園部伸之

’
’
１
｜
Ⅱ
’

－
１
’|l l ll ｜ ’ l ll ｜’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ |■■I■■■

’

"'|| | | | | | | o|| | | | | | | '不一計|| '231 Z| '"11"| #"| ｣)!| ･| 9
0

’
’ H－

１
１HトHト

｜

’ |トH巾
Ｉ
ｌ

五條支部

単独

賀来哲哉

小 計

支部合計

－

■
■Ｉ|’

翻貞の溌受注未済人員の審理期間欄の下段太字斜体数字は1年超1年6月以内の人員 既聯の下段太蓉猷数津； 一月からの蕊計 (大高刑



刑事裁判官別事件担任表 【機密性2】

奈良地方裁判所(簡裁分）令和6年2月末日現在
判決言渡後15日を超えて書記官に対する
判決原稿の交イ寸なきものの人員の交

後2か月を超
言漉なきものの

結審
判決

え
人
て
昌未済人員の審理期間受理人員 未

済
人
員

既
済
人
員

区分
備考

15日超
1月以

内

超
以
月
月
１
２
内

超
以
月
月
２
３
内

超
以
月
月
３
６
内

超
以
月
年
６
１
内

超
以
年
年
１
２
内

超
以
年
年
２
３
内

超
以
月
月
２
４
内

超
以
月
月
４
６
内

超
以
月
年
６
１
内

超
以
年
年
２
３
内

1年6
月超2
年以内

1年超
のもの

3年超
のもの

3年超
のもの

1年6
月以内

計計計旧受 新受 計

■

l l’奈良簡裁

小西義博

■
一
■

辰已晃

I■■I■■■■I■■I■■ ｜ ’ ｜｜ ’ I■■■■ﾛ■■■’■■|■■■■葛城簡裁 ｜’ ｜ ll ll

’ 真鍋秀永’
’ ｜ ｜’ ’1－「『－~| | | | | | | | | L ll l l l■■五條簡裁 ｜ ’

’賀来哲哉

｜ 「~l「~| I l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l宇陀簡裁

吉田進

l l ll l ll ｜ ’ ｜ ’ ｜’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ l ll ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’吉野簡裁

賀来哲哉

’ 1｜ ；｜ ’|| ）｜ ，|| ；l ol 0l ，｜ ･ll l l l l l l oll l l l l l l ，|’
0 00 0 0 0

００

1

７１

0

００

1簡裁合計

■I |I
支部。簡裁
合 計

…の下浅太蓉漱数字な； 一月からの擢扉 (大高刑）注未済人員の審理期間欄の下段太享斜体数字は1年超1年6月以内の人員受理/(員の獅受



家事裁判官別事件担任表【機密性2】

奈良家庭裁判所令和6年 2 月末日現在

未済事件の審理期間未済

件数

｜ 受 理 既 済

備考備考

車

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

６

１

１

■

い

●

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ト

ー

ｈ

１
１

3年超
のもの函

■

癖 １
１
計|蕊‘チ

3月超
6月以内

6月超
1年以内

1年超
2年以内

2年超
3年以内

｜

■

"#１
１

審判又
は調停

可

件 計3月以内その他新受擢好 計旧受 割替
別

、↑クロロー

’奈良本庁
阜

濱本彰子 審判

調停

竹添明夫 審判

調停

割
審判

調停

太田多恵

審判 499 0 1556 1203 1055 513 911 24 39 537 950 518 440 47 221 9 0 0 518
調停 493 0 731 132 566 401 78 261 56 661 134 500 176 136 1121 67 5 4 73500 4 73176 136 112 67 5261 56 661 134731 132 566 401 78493 0調停

小 計

葛城支部

真鍋秀永 審判

調停

久末裕子 審判

調停

栩木有紀 審判

調停

審判林憲太朗

調停

314 624 315 279 161 111
39 75 291 105 911 57191391 75 105 57

2701 01 359 6521 62911 3091 6101 5 141
2911 011 391 731－33011 251 491 141 26173に 330 25 49 14 26291 0 39

8I XI @m315審判小 計

岸
335 0 291調停

I五條支部

際
賀来哲哉

■■■■■■■■■■■■|■■■■■■■|■■|■■
m
m
W|
MI

.’！

審判

調停

審判

關

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’吉野出張所

賀来哲哉

｜
’

｜

Ⅱ

総合計

注新受･既済の累計は1月からの累計である。



【機密性2】（別紙様式第5 ）

家事裁判官別事件担任表（人事訴訟事件）

奈良家庭裁判所令和6年2月末日現在

結審後2箇月を超えて判決言渡のされてい
ないものの件数

割
替

未済事件の審理期間既 済受 理 6月

超え
頭弁
期日
の指
なきも

を
口
論
等
定
の

未
済
件
数

備 考
6月を

超え1
年以内

礎
》
”

4年を
超える
もの

2月を

超え4
月以内

4月を

超え6
月以内

1年を2年を3年
超え2超え3超え
年以内年以内年以

を
４
内

1年

以内

取下垂
その他 ロ’

計計和解新受 計 判決旧受

裁判官氏名

本 庁

竹添明夫

太田多恵

| ，’Ⅱ ,｜ ‘｜ ，｜ ，■ ，,‘| “｜ ，’ ｜

’ | ”| ,l il :｜ ：｜ ：| ”’

３０

２２

９４

４２

900

日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
■
画
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｈ
１
凸
■
■
Ｆ
Ｉ
Ｉ
‐
１
１
１

’89
｜
’

《
０
一
旬

小計
0 094

葛城支部

久末裕子

栩木有紀

| ，’0
４
２

５
２

小計
430

五條支部

賀来哲哉

奈良家裁合計

注受理,既済欄の上段太字斜体数字は1月からの累計件数



少年裁判官別担任票【機密性2】

奈良家庭裁判所令和6年2月末日現在

未済人員の審理期間未済人員の審理期間受理人員 未済

人員

既済人員
備考備考1年超

2年以内

超
の
年
噛
２
の

3月超

6月以内

6月超

1年以内

1月超

3月以内

～事
計1月以内既済！ （累扉ノ新受； （粟野ノ 計旧受 割替裁判官名

奈良本庁

一般(業過）

道交

一般(業過）

道交

一般(業過）

道交

一般(業過）

道交

一般(業過）

道交

竹添明夫

’
澤田正彦

石川理紗

木内悠介 〆

田畑恭彦

1 4 畔判 ヨ 判巨
231"| 6611
－F－1 1坐トリ

0小計

葛城支部

一般(業過）

道交

一般(業過）

道交

真鍋秀永

園部伸之

601 01 24; " | 8411 161 f7 1 6811 231 301 14 11 01 01 68

1 1 1 ；－－l ll i l ll l lll l l｜ ’ ’
小計

五條支部

一般(業過）

道交

賀来哲哉

小計

■■合計 ｜ I

今ロ

計

注新受｡既済の累計は1月からの累計である。



大津地方裁判所（本庁分）民事裁判官別事件担任表【機密性2】

令和6年2月末日現在

’

、 未済事件の審理期間 結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数既 済受 理

備 考未
済
件
数計Ｉ

取
下
げ
そ
の
他

を
え
以

３
年
超
５
年
内

を
え
以

２
年
超
３
年
内

6月を

超え口
頭弁論
期日の
指定な
きもの

３
職
謹
誰
の

を
え
も

５
年
超
る
の

鬘|計
判
決
和
解

旧
受

計計裁判官名

｡

民事部
（合議A係）

池田聡介

脇田奈央

中村隼太

｜ ’' ’'’ @’4 Ⅱ■31 ‘｜ ’ ？21｜ ’｜ ,｜ ,
民事部
（合議Bイ係）

池田聡介

高橋信幸

脇田奈央

高橋 唯

民事部
（合議Bp係）

池田聡介

島田正人

高橋 唯

池田聡介

高橋信幸

脇田奈央

島田正人

"｜ ‘’"｜ ‘| ，ヨ23

l l l l l l541 ヨ81 21 ’ 212 ’' 6591659301 2＄ ,21 6‘' 6531 ア】 ア2411653
71 724 94合計

注本表には，通常訴訟，手形・小切手訴訟控訴事件及び行政事件を記載する。
注事件の割替えがあった場合は，割替えで出した裁判官については，旧受の件数を減じ,割替えを受けた裁判官については新受の件数に加える。



大淳地方裁判所（管内分）民事裁判官別事件担任表【機密性2】

令和6年2月末日現在

～、、 結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数未済事件の審理期間済
一
取
下
げ
そ
の
他

受 理 既

備 考
6月を

超え口
頭弁論
期日の
指定な

きもの

篝鑪
2 月4月6 月1年
を超えを超えを超えを超え
4月6 月1年2年

以内以内以内以内以内るもの

2年3年
5年

を超えを超え
を超え

3年5年
るもの

以内以内

未
済
件
数

判
決
和
解鬘｜計

旧
受

計計計裁判官名

彦根支部
川崎博司

彦根支部
千葉康一

長浜支部
佐藤文子

大津簡裁
山田陽三

大津簡裁
松本隆英

彦根簡裁
永井俊男

彦根簡裁
松田誠司

長浜簡裁
永井俊男

高島簡裁
松本隆英

甲賀簡裁
岸本将嗣

東近江簡裁
松田誠司

rmr61 1 1 11620 ｜ ’'41 @'851 '6'51 *281､'4' &121 [203120341 243 4121615 128285合計 1330

本表には，通常訴訟手形・小切手訴訟，人事訴訟少額訴訟，少額異議を記載する。
事件の割替えがあった場合は，割替えで出した裁判官については，旧受の件数を減じ，割替えを受けた裁判官については新受の件数に加える。

注
注



機密性2

刑事裁判官事件担任表

大津地方裁判所(本庁分）令和6年2月末現在

輔審後2画 判決宮遮Lの

さ の人目

未済人員の審理’ 』

年
超を 備 考

合鰻Aイ係

畑山 靖

谷ロ瓦紀

沖 敦子

西脇真由子

大喝真理子

山ロ美和

松倉梨香

’1 01 ’1 11 ’1合隠Ap係

谷ロ真紀

沖 敦子

西腔真由子

大嶋真理子

山ロ美和

松倉梨香

20 201 11 91 91 01合膿Bイ係

畑山 靖

谷ロ真紀

沖 敦子

西脇真由子

大喝真理子

山ロ美和

松倉梨香

合雛Bロ係

谷口真紀

沖 敦子

西脇真由子

大喝真理子

山口美和

松倉梨香

01 01 01 01 01

①
②
③

割替えた裁判官については上表受理梱の旧受件数を減じ.割替を受けた裁判官については旧受の件数に加える。
同月中割替をした唱合量初の受理は新受として記戦しない｡(①の処理をしない｡）
同月中割替を受けた場合最初から新受件数に記載する。
（ ）は.逃亡.心神喪失の珊合を示す。



機密性2

後15日 言

対する の交付が
い のの人員

人員の審理期

済
員
未
人

結審後2箇月を越えて判決言渡しの
されていないものの人員

■
■

年
内

。
．
４
以

を
え
月



家事裁判官別事件担任表 （審判。調停）
耀翻濠渥ヨ

埋呈昌趣区分 未済事件の臣一垂矧I■面
l■■■■■■■■■■■■■■■

理 未済済既

件別 超
以

年
え
年
内

２
３

3年超
え

るもの

超
以

月
え
年
内

６
１

超
以

月
え
月
内

３
６

’ 1年超え

2年以内

3 月

以内

審判

調停

a

計
事件その他 計計新受審判官

名

旧受

匪霊訂詞

審判西田

隆裕 調停

｜
’

審判島
勝
細
秀 調停

審判竹内
るい 調停

ﾄ皇
１
１
517

478
425 1 46 1 26 1
187 1 117 1 117 1

杷
一
咄 ’

０
－
７

２
’
２驍雪鶚 １

’
517
-

478’
帽
一
兜 曙１

１
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－

36

1149
－

547|小計檮贄’小計

(彦根支部）

川蹄｜審判川崎
博司 調停

審判葉
一
千
康 調停

2

1 ’
０
－
０ 畦

’

淵 鶚
４
－
卵

０
一
別

１
１

160

243
１
－

１
１

’
７
’
９ 階

洲
面

判'’ 164 1 248 1
停'’ 226 1 49 1

412

卜豐壽小計’ 275

園
脇
關

佐藤
文子

(高島出

|’
審判

調停

|｜ I’張所）

’審判

｢調一厚

畷 ’冊
柏
一
乃

２
－
９ ’

３
’
２|ﾄ粉

Ⅲ
川冊’

761

851黒’
1772 11 989 1
971 11 64 1
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56園
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家事裁判官別事件担任表（訴訟）

大津家庭裁判所

斥" T了了
結審後2箇月を超えて判決言渡のさ
れていないものの件数未済事件の審理期間既 済受 理

2月を4月を

超え4超え6

月以月以

内 内

6月を

超え1

年以
内

2年を

超え3

年以
内

3年を

超え4

年以
内

1年を

超え2

年以
内

1年を
超える

もの

》鐸池

1年

以内

軒郡他

計計計和解判決計旧受 新受

令和6年2月末日現在

(大津本庁）

細島秀勝

竹内るい

(彦根支部）

(長浜支部）

佐藤文子



少年事件裁判官別担任表

令和6年2月末日現在 大津家庭裁判所

未済人員の審理期間受理人員

“ ｜聯｡|畷え｡ |辮暴､ |鰯暴≦ |瀞鐸‘’
1年を超え2
年以内

2年を超える
もの

3月を超え6
月以内

6月を超え1
年以内

1月を超え3
月以内

備考

| "ゞ ’新受
未済人員既済人員裁判官名 区分

計1月以内計旧受

Q

細島秀勝 一般

竹内るい 一般

沖敦子 一般

西脇真由子 一般

大嶋真理子 一般

01
Ｌ
Ｔ
’
１
１
１
１
４

１

中

Ｉ

｜
’

’ Ｌ
ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
４
１
Ｉ
ｊ ’

｜
’

１
１

’ ｜
’

P，

一般 0 0

471■ 03 0 0一般 24 20小計 104 57 473470

細島秀勝 道交

竹内るい 迫父

沖敦子 追交

道交西脇真由子

僧父大嶋真理子

｜
’

0道交 0 0

3 0 0 0 0 12迫交 12 9小計 10 17 57

3 0 0 0 5933 23合計 121 62 594477

※自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反,自動車運転過失致死傷(旧法).危蔭運転致死傷(旧法),車両運転による(重)過失致死傷は,一般事件に含まれる。
※準少年保護事件(4－)，反則金不納付事件(6－)を除く。
※割替えをした場合は，旧受で調整



一
雁

爵
閏
和 6 年 4 月 1 日

民事裁判官別事件担任表 歌山地方裁判所長【機密性2】
令和6年2月末日現在

簾騒霧口頭弁論・ ’未 結審後2箇月を超えて判決言渡のされていないものの件数未済事件の審理期間既済区分 受理

弁論準備手

続｡進行協

議･和解期

日の指定の

ないもの

備 考3年

を超え

1年

を超え

2年

を超え

2月

を超え

4月

を超え

6月

を超え

3年

を超え

5年

を超え

2年

を超え 計計旧受 新受 計

1年

以内

2年

以内

3年

以内

6月

以内

4月

以内

3年

以内

5年

以内 るものるもの裁判官名
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民事裁判官別事件担任表【機密性2】
(支部分）令和6年2月末日現在
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【機密性2】 民事裁判官別事件担任表
令和6年2月末日現在
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刑事裁判官別事件担任表【機密性2】
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刑事裁判官別事件担任表【機密性2】
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刑事裁判官別事件担任表【機密性2】

令和6年2月末日現在 （支部分）
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【機密性2】

令和6年2月末日現在
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【機密性21

家事裁判官別事件担任表(人訴）
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少年審判官別事件担任表【機密性2】
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